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はじめに 

 

生産人口等の減少による廃棄物処理の担い手や地域における非効率化が懸念される

ほか、国、地方公共団体の財政状況等も一層厳しくなることが予想され、長期的な視

点で持続可能な適正処理の確保に向けた安定的・効率的な施設整備及び運営のあり方

を検討していくことが必要となっていることから、平成31年４月に循環型社会形成推

進交付金交付取扱要領の改訂を行い、ごみ焼却施設を新設する場合には、一般廃棄物

会計基準の導入及び廃棄物処理の有料化等についての検討が新たな交付要件として追

加された。 

 

また、一般廃棄物処理の有料化（以下、「有料化」という。）については、廃棄物

の排出量の減量を進めるため、廃棄物処理法基本方針（平成17年５月改正）におい

て、市町村の役割として有料化の導入が追加され、国全体の施策の方針として有料化

を推進するべきことが明確化された。こうした流れを受け、平成19年６月に市町村の

一般廃棄物処理事業３Ｒ化ガイドラインのひとつとして「一般廃棄物処理有料化の手

引き」（平成25年４月）(以下、「手引き」という。)がとりまとめられ、公表されて

いる。今般、環境省において、プラスチック資源循環戦略の策定（令和元年５月）や

食品リサイクル法基本方針改訂（令和元年７月）がなされており、有料化を通じた循

環型社会形成の促進がなされている。 

 

これらを受けて、本調査では、全国の自治体が導入するよう会計基準の改訂及び簡

易版支援ツール（以下、「新支援ツール」という。）の作成を行うこと及び昨今の時

勢を鑑みた廃棄物の排出抑制や再生利用等による資源循環の推進のための有効なツー

ルという観点から一般廃棄物処理有料化の手引きの改訂を行うことを目的として、以

下の業務を実施した。 

 

（１）（改訂）一般廃棄物会計基準にかかる新支援ツール案の作成 

（２）一般廃棄物処理有料化の手引きの改訂案の作成 

（３）一般廃棄物会計基準改訂等に関する説明会の開催 

（４）一般廃棄物会計基準改訂等検討委員会の開催 

  



 

 

 

 

  



 

 

【 目 次 】 

調査概要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 

調査項目‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 

（１）（改訂）一般廃棄物会計基準にかかる新支援ツール案の作成‥‥3 

（２）一般廃棄物処理有料化の手引きの改訂案の作成‥‥‥‥‥‥‥ 8 

（３）一般廃棄物会計基準改訂等に関する説明会の開催‥‥‥‥‥‥11 

（４）一般廃棄物会計基準改訂等検討委員会の開催‥‥‥‥‥‥‥‥13 

  



 

 



1 

 

調査概要 

１．調査目的 

一般廃棄物会計基準（平成19年6月）(以下「現行会計基準」という。)は、市区町村

（一部事務組合を含む）の一般廃棄物処理事業の３Ｒ化を進めるため、廃棄物処理法

基本方針（平成17 年５月改正）において、国が一般廃棄物処理事業のコスト分析手法

等を示す役割を担っていることから、平成19 年６月に自治体の一般廃棄物処理事業３

Ｒ化ガイドラインの一つとして公表された。これは、一般廃棄物処理事業に関する費

用分析を行うための財務書類を作成するにあたり、費用分析の対象となる費目や費用

等の配賦方法、資産の減価償却方法等について標準的な手法を定めたものである。 

現行会計基準に基づく財務書類の作成にあたり、地方公共団体の作業負担の軽減を

図るため「一般廃棄物会計基準に基づく書類作成支援ツール」(以下、支援ツールとい

う。)を作成し、提供している。 

 しかしながら、「廃棄物処理事業原価計算の手引き(昭和 54年(社)全国都市清掃会議)」

（以下、原価計算の手引きという。）を活用している自治体もある中、現行会計基準を

導入している自治体は平成 30 年度時点で全体の約 3％と限られ、導入が促進されてい

るとは言えない状況である。 

 

 また、廃棄物の排出量の減量を進めるため、平成 17 年 5 月に廃棄物処理法基本方針

において、市町村の役割として有料化の更なる推進が追加され、国全体の施策の方針と

して有料化を推進するべきことが明確化された。（なお、廃棄物処理法基本方針はその

後、平成 28 年 1 月に変更。）こうした流れを受け、平成 19 年６月に市町村の一般廃棄

物処理事業３Ｒ化ガイドラインのひとつとして「一般廃棄物処理有料化の手引き」（平

成 25年４月改訂）をとりまとめ公表された。これは、基本方針に、国の役割として「市

町村及び都道府県が行う、その区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理の確

保のための取組が円滑に実施できるよう、一般廃棄物の処理に関する事業のコスト分析

手法や有料化の進め方並びに一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利

用や適正処分の考え方を示すことなどを通じて技術的及び財政的な支援に努めるとと

もに、広域的な見地からの調整を行うことに努めるものとする。」と定められたことに

基づき、市町村が有料化の導入又は見直しを実施する際に、参考となる事項を取りまと

めたものである。 

 しかしながら、平成 29 年度末時点での自治体での有料化導入率は、生活系ごみでは

64.6％、事業系ごみでは 85.9％となっており、事業系ごみでは導入が進んでいるもの

の、家庭系ごみでは導入が進んでいるとは言えない状況である。 
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そこで、一般廃棄物処理事業に係る会計基準導入の普及促進を図るため、現行会計基

準改訂を行うとともに及び簡易版支援ツール(以下、「新支援ツール」の作成を行った。

また、一般廃棄物処理の有料化の導入促進を図るため、昨今の時勢を鑑みた手引きの改

訂を行った。 
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２．調査項目 

 本調査の調査項目は以下のとおりである。 

 

（１）（改訂）一般廃棄物会計基準にかかる新支援ツール案の作成 

新支援ツール案の検討にあたっては、昨年度の検討結果を踏まえ、一般廃棄物会計基

準（案）及び財務書類様式（案）の更新を行うとともに、これらを踏まえ、自治体に分

かりやすく、過度な作業負荷を伴わない点に留意し、全国の自治体が統一的に収集して

いるデータ（一般廃棄物処理事業実態調査、地方公会計等）を活用した新支援ツール（案）

の作成を行った。新支援ツールの概要については以下のとおりである。また、現行支援

ツールの活用団体にも配慮した、固定資産台帳作成ツールの作成を行った。 

 

【新支援ツールの全体像】 
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【新支援ツール（簡易版・詳細版）の概要】 

 

 

【固定資産台帳作成ツールの概要】 

様式第2号

　【処理原価】 （単位：円）

生活系 事業系 小計 生活系 事業系 小計 生活系 事業系 小計
１． 人件費

(１) 職員給与費（一般職）
(２) 職員給与費（技能職）
(３) 退職手当引当金繰入額
(４) その他

小　　計
２． 物件費等

(１) 処理費
(２) 委託費
(３) 減価償却費
(４) その他

小　　計
３． 移転費用

(１) 組合分担金等（処理及び維持管理費）
(２) その他

小　　計

構　成　比　率　（％）

一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書
自　令和○○年４月 １ 日
至　令和○○年３月３１日

総額
収集運搬 中間処理（焼却・資源化等） 最終処分（埋め立て）

処 理 原 価 合 計

【詳細版】 【簡易版】

主な違い ◆ 詳細版と簡易版では原価計算書における「生活系」「事業系」のコストの算定方法の精度が

異なります。

内容 ◆ 事業別・拠点別等所管ごとのコストを

原価シートに入力し集計することで、

より実態に即した作業部門ごとの「生活系」

「事業系」処理原価を算定することができま

す。

◆ 実態調査等に基づく各項目のコスト総額を

職員数、ごみ処理量等を基礎として按分計

算することにより、 作業部門ごとの「生活系」

「事業系」処理原価を算定します。

◆ 詳細版に比べて簡易に財務書類を作成するこ

とができます。

所管別

原価シート

6.原価集計

シート

原価

計算書

【詳細版】イメージ

【詳細版】ではより実態に即した

コストの把握が可能

固定資産台帳の作成方法（公会計等の他の固定資産台帳を利用する場合）

入力項目

選択項目

１.「固定資産台帳」シートへの入力

下記項目について、記載方法を参照して入力を行ってください。

番号 列 項目 記載方法（公会計固定資産台帳の利用） 記載方法（公会計固定資産台帳以外からの登録）

1 B列 資産番号 固定資産台帳における各資産の番号を転記してください。 連番を付しています。

2 C列 勘定科目

固定資産台帳で設定されている各資産の勘定科目をプルダウンから
選択してください。
AA列「勘定科目」にて、一般廃棄物会計基準の勘定科目に自動で読
替が行われます。

勘定科目をプルダウンで選択してください。

3 D列 資産名 固定資産台帳から資産名を転記してください。 資産名を記載してください。

4 E列 耐用年数 固定資産台帳から耐用年数を転記してください。 耐用年数を記載してください。

5 F列 取得年月日 固定資産台帳から取得年月日を転記してください。 取得年月日を記載してください。

6 G列 償却開始年度 固定資産台帳から償却開始年度転記してください。 償却開始年度を記載してください。

7 H列 取得価額 固定資産台帳から取得価額を転記してください。 取得価額を記載してください。

8 I列 備考

9 K~R列 対象部門・使用割合

10 V~X列 種類

11 AC~AE列 減価償却計算 固定資産台帳を基に記載してださい。

基礎とした資料を基に減価償却費及び減価償却累計額、期末帳簿価
額を記載してください。
なお、基礎とした資料において減価償却計算を実施してない場合、
別途計算により減価償却計算を実施してください。

12 AG~AX列
減価償却費
部門別把握

２.「新支援ツールへの転記シート」から新支援ツールへの転記

当シートは新支援ツールの入力シート（資産、原価）への転記するために、固定資産台帳の各種数値を自動集計したものになります。

当シートにて自動集計した数値を、直接新支援ツールへ転記してください。

記入不要です。
対象部門・使用割合で記入した割合をもとに、減価償却費を各部門に按分を行っています。
端数が生じる際は、収集運搬部門、中間処理部門、最終処分部門、管理部門の順に調整を行っています。

生活系のみ、事業系のみに対応するものであれば該当種類にチェック、生活系と事業系の両方の廃棄物に対応している場合は「共通」
にチェックを入れてください。
最後にY列のCH欄にNGが残っていないか確認し、NGが残っていれば解消してください。

各資産が属する部門をチェックし、その割合を記入してください。1つの部門のみに属する場合は100%、複数部門に属する場合は属す
る部門すべてにチェックを入れ、合計が100%となるよう各部門に割合を入力してください。
最後にT列のCH欄にNGが残っていないか確認し、NGが残っていれば解消してください。

備考があれば記載してください。
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固定資産台帳（現行ツールからの移管用）

当年度 2020 年度

土地

入力項目 施設

選択項目 装置

重機

その他固定資産

建設仮勘定

追加投資

車両その他

固定資産台帳（新規登録）

1 2 3 4 5 6 7 8

資産負債 勘定科目 資産名 耐用年数 取得年月日 償却開始 取得価額 備考

番号 年度 合計 CH

対象 割合 対象 割合 対象 割合 対象 割合 割合 生活系 事業系 共通 CH

例 施設設備 建物 16 2014/3/31 2015 14,782,938 ✔ 100% 100% OK ✔ OK

1 0%

2 0%

3 0%

合計 0

21以上の資産を登録する場合はグループ化を解除してください。

固定資産台帳（現行ツールからの移管：施設） 現行ツール（事業費）の内容を自動的に当箇所に反映

1 2 3 4 5 6 7 9

資産負債 勘定科目 資産名 耐用年数 取得年月日 償却開始 取得価額 備考

番号 年度 合計 CH

現行ツール No 種別 施設名称 想定年数 取得年度 取得価額 対象 割合 対象 割合 対象 割合 対象 割合 割合 生活系 事業系 共通 CH

例 施設 収集運搬施設 38 1990 1991 17,600,000 ✔ 100% 100% OK ✔ OK

例 装置 環境センター 15 2005 2006 46,000,000 ✔ 50% ✔ 30% ✔ 20% 100% OK ✔ OK

101 0 0 0 0 0 0 0%

102 0 0 0 0 0 0 0%

103 0 0 0 0 0 0 0%

合計 0

21以上の資産を登録する場合はグループ化を解除してください。

現行ツールとの勘定科目対応表

土地

施設設備

施設設備

車両等

車両等

建設仮勘定

施設設備

車両等

対象部門・使用割合

9 10

11

種類

どれか1つに✔

どれか1つに✔収集運搬 中間処理 最終処分 管理

10

種類

収集運搬 中間処理 最終処分 管理

対象部門・使用割合
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【新支援ツールの一覧】 

⚫ （簡易版)新支援ツール 

⚫ （詳細版)新支援ツール 

⚫ 固定資産ツール（固定資産台帳から作成） 

⚫ 固定資産ツール（現行ツールからの移管） 

⚫ 実態調査データ取り込みツール（簡易版：市町村） 

⚫ 実態調査データ取り込みツール（簡易版：一部事務組合等） 

⚫ 実態調査データ取り込みツール（詳細版：市町村） 

 

さらに、リチウム電池等の火災が生じた場合、これに係る費用や火災等で破損した施

設の修繕費用を把握できるよう、以下のとおり注記内容を検討した。 

 

【(改訂)一般廃棄物会計基準に基づく注記事項 (一部抜粋)】 

４ 追加情報 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債の一覧的把握、コスト

分析及び評価のための内容を理解するために必要と認められる次の事項

を記載する。 

① 3Ｒに係る先進的な取組事例 

② 循環型社会の形成に資する施設の整備状況 

③ 場外余熱等利用施設の状況 

５ その他特記事項 

⚫ その他必要に応じて、循環型社会形成推進に関する財務情報・非財務情

報を追加して記載する。 

（例） 

・有害物質・処理困難物に係る事故発生時の対応費用 

（火災時の事故を終息させるための費用、修理費用）     

・不法投棄物、災害ごみ、漂着ごみの処理等に係る特別な要因で発生する   

経費等 

・リチウムイオン電池の処理等に関する事項 

・啓発活動に関する事項 

・その他 
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本業務項目に関する参考資料は次のとおりである。 

◼ 参考資料１：（改訂）一般廃棄物会計基準（案） 

◼ 参考資料２：（改訂）一般廃棄物会計基準（案）新旧対照表 

 

  



8 

 

（２）一般廃棄物処理有料化の手引きの改訂案の作成 

新たな会計基準の内容に応じて、社会情勢の変化と食品循環資源の再生利用等の促進

に関する基本方針の改定及びプラスチック資源循環戦略内の重点戦略に明記されてい

る自治体の可燃ごみ指定袋などへのバイオマスプラスチック使用などの方向性の検討

など、昨年度に行った「ごみ有料化手引き改訂の方向性の検討」結果を踏まえ、調査等

を行った上で、すでに有料化導入を行っている自治体に大きな影響がでないように十分

に配慮して、手引きにとりまとめた。 

 

① 有料化に係る調査、検討 

有料化について、現行の手引きを公表した後の現状把握、事例調査等、以下の事項に

ついて調査を行い、課題を抽出し、有料化について更なる理解を得て、有料化を導入す

るために今後必要な施策について手引きにまとめた。 

 

【調査の概要】 

⚫ 現在の有料化状況の把握（自治体数・人口比）及び手引き提示前後の有料化

状況の変化について整理 

⚫ 有料化を導入している自治体において、住民からの手数料の徴収方法、廃棄

物を排出する際に徴収される手数料の額 

⚫ 有料料化前後での廃棄物の総排出量及び可燃物や資源物等の各排出量の変

化 

⚫ 近年有料化を導入した自治体について有料化導入した理由、有料化に至るま

での手順、留意事項の事例 

⚫ 有料化しない理由、各自治体における有料化に向けての課題 

⚫ 有料化をせずにごみの減量化を達成した自治体の事例 

 

【有料化等にかかる事例調査の実施先】 

＜ごみ有料化導入している自治体＞ 

１． 千葉県千葉市 

２． 石川県金沢市 

３． 栃木県日光市 

４． 奈良県生駒市 

５． 神奈川県海老名市 

６． 愛知県知多市 

７． 石川県小松市 

８． 東京都八王子市 
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＜有料化をせずにごみの減量化を達成した自治体＞ 

１． 愛知県豊橋市 

２． 大阪府八尾市 

３． 神奈川県横浜市 

 

【事例調査における調査項目】 

Ⅰ.＜生活系ごみ＞基礎情報 

・分別区分 

・可燃・不燃ごみ（混合ごみ）における手数料、収集方法、料金体系（料金表）、

料金徴収方法、減免の有無 

Ⅱ.＜生活系ごみ＞ごみ排出量の抑制及び再利用の推進において実施した施策 

１．施策の導入・運用 

・導入・運用の背景及び経緯 

・導入・運用における課題やその解決方法 

２．施策の評価 

・評価指標 

・正の効果及び負の効果 

Ⅲ.ごみ排出量の変遷（平成 26年度以降の 5年間） 

 

 

② 事業系一般廃棄物処理に係る調査・検討 

事業系一般廃棄物の処理においても、自治体により受入物や料金設定にはばらつきが

みられるため、実態を把握し、事業系について手引きを更新し、手引きにとりまとめた。 

 

【調査の概要】 

⚫ 事業系一般廃棄物の処理に係る各自治体の料金水準、料金改定の動向 

⚫ 事業系一般廃棄物を受け入れた後、資源化に取り組んでいる事例 

 

【有料化等にかかる事例調査の実施先】 

１． 千葉県千葉市 

２． 石川県金沢市 

３． 栃木県日光市 

４． 奈良県生駒市 

５． 神奈川県海老名市 
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【事例調査における調査項目】 

Ⅰ．＜事業系ごみ＞基礎情報 

・可燃・不燃ごみ（混合ごみ）における収集方法及び処理経費の料金体系 

（料金表） 

Ⅱ.＜事業系ごみ＞ごみ排出量の抑制及び再利用の推進において実施した施策に

ついて 

１．施策の導入・運用 

・導入・運用の背景及び経緯 

・導入・運用における課題やその解決方法 

２．施策の評価 

・評価指標 

・正の効果及び負の効果 

Ⅲ.ごみ排出量の変遷（平成 26年度以降の 5年間） 

 

 

③ 関連データ及び導入事例等の更新 

 上記①及び②の調査・検討の結果を基に、関連データや有料化を導入した事例を更新

した。また、事業系一般廃棄物についても家庭系一般廃棄物と区別して調査結果を基に、

関連データや紹介事例を更新し、手引き及び有料化検討事例集にとりまとめた。 

 

本業務項目に関する参考資料は次のとおりである。 

◼ 参考資料３：一般廃棄物処理有料化手引き（改訂案）  

◼ 参考資料４：有料化検討事例集 
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（３）一般廃棄物会計基準改訂等に関する説明会の開催 

 会計基準の導入促進を図るため、一般廃棄物会計基準改定等に関する説明会を実施し

た。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から WEB配信により開催した。説明会の概

要は以下のとおりである。 

 

【説明会の開催概要】 

第Ⅰ部 一般廃棄物会計基準及び有料化の手引き改訂について  

第Ⅱ部 (改訂）一般廃棄物会計基準に基づく財務書類について 

第Ⅲ部 (改訂）一般廃棄物会計基準に基づく新支援ツールについて  

 

※動画視聴可能期間：令和 3年 1月 15日（金）～令和 3年 3月 26日（金） 

 

【説明会の申込件数】 

⚫ 587件（449団体） 

 

【説明会における主な質問内容】 

【交付金について】 

1 何をもって会計基準の導入となりますか。 

2 一部事務組合が循環型社会形成推進交付金を活用して新たなごみ処理施設の整

備を進める場合、構成市町村についても一般廃棄物会計基準の導入が必要とな

るのでしょうか。 

3 令和 3年 3月改訂で同年 4月に提出を求められる地方公共団体がありますが、

十分な周知期間を設けてから提出を求めたほうが良いのではないでしょうか。 

4 ・当組合では４つの構成市から排出される一般廃棄物の中間処理及び最終処分

にかかる業務を担当し、収集輸送や組合の施設を介さない資源化などは構成市

が行っているところです。 

環境省 廃棄物適正処理推進課様からの令和 3年 1月 18日付発送のメール

「（補足）【周知】一般廃棄物会計基準の導入に係る交付要件化について」にお

いて、メール本文の 2つ目の補足に「一部事務組合の場合は、交付申請書等に

添付する「原価計算書」「行政コスト計算書」「資産負債一覧」は、組合全体の

計算書等を添付して下さい。構成市町村毎の計算書等は不要です。」とありま

す。 

これは、組合所管業務だけで計算書等を作成し、組合が関与しない収集輸送や

資源化等の構成市所管業務に関する経費等は計上しなくてよい、という意味で
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しょうか。或いは、構成市別に分ける必要はないが収集輸送等、組合所管業務

以外も含めて計算書等を作成する必要があるということでしょうか。 

【会計基準及び新支援ツールについて】 

1 「簡易版」「詳細版」について、どちらで作成しても良いでしょうか。 

2 計上する資産については、補助対象施設のみではなく、市のごみ処理施設全般

となりますか。 

3 環境啓発に関する部門についても，作業手順に記載のある一般廃棄物処理に関

する事業に該当するのでしょうか。 

4 資産の部(1)総則に「流動資産」「固定資産」の区分を行わないとあるが、一般

に「流動資産」に区分される「現金、普通預金、貯蔵品」は、改定後の会計基

準では、どこに計上しますか。 

5 資産の部(3)有形固定資産 「取得価額 50万円以上のものを対象とする」旨の

記載があるが、仮に 30万円の機械設備を購入した際には、費用計上でしょう

か。 

6 資産シートを作成するに当たり，固定資産台帳を基に入力する必要があります

が、本市で確定した固定資産台帳は平成３０年度末のものとなっています。 

現在、令和元年度の固定資産台帳の作成を行っている状況であり，確定する時

期は，令和３年度を予定しています。 

そのため、本市で最新のものである平成３０年度末の固定資産台帳に基づき、

資産シートを作成することでよろしいでしょうか。 

7 追加情報（2）循環型社会の形成に資する施設の整備状況について 

施設の対象は、「②【第Ⅱ部】一般廃棄物会計基準について」の資料で「循環

型社会形成推進交付金に関する情報」とコメントがありますが、ツールでも対

象の説明があるとわかりやすいです。 

 

本業務項目に関する参考資料は次のとおりである。 

◼ 参考資料５①：一般廃棄物会計基準改訂等に関する説明会資料 第Ⅰ部 

◼ 参考資料５②：一般廃棄物会計基準改訂等に関する説明会資料 第Ⅱ部 

◼ 参考資料５③：一般廃棄物会計基準改訂等に関する説明会資料 第Ⅲ部 
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（４）一般廃棄物会計基準改訂等検討委員会等の開催 

上記（１）～（３）の内容について、専門的見地から助言を得るため、学識経験者

等 3名及び自治体関係者 3名をからなる「令和２年度 一般廃棄物会計基準改訂等検討

委員会」（以下、「検討委員会」という）を年 3回開催した。なお、検討委員会は新型コロ

ナウイルス感染拡大防止対応のため、Web会議にて実施した。 

 

検討委員会の概要は以下のとおりである。 

 

①検討委員会の構成員 

 所属等 氏名 

 八王子市資源循環部ごみ減量対策課 主事 石川 大樹 

 立教大学 経済学部 大学院経済学研究科 教授 関口 智 

 合同会社みらい会計研究所 代表社員 公認会計士 中川 美雪 

 小松市 総合政策部 財政課 主幹 道端 克也 

 横浜市 資源循環局 政策調整部 政策調整課担当係長 森 貴史 

◎ 京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 教授 山川 肇 

(敬称略 五十音順、◎：座長) 

 

②検討委員会の開催概要及び主な意見 

【第１回検討委員会】 

＜日時＞令和 2年 8月 27日（木） 午前 10時～正午 

＜議題＞ 

1. 令和２年度一般廃棄物会計基準・ごみ有料化手引の改訂に向けて 

2. （改訂）一般廃棄物会計基準及び新支援ツールについて 

3. 「一般廃棄物処理の有料化手引き」改訂に向けて 

4. 今後のスケジュール(案） 

  

第１回検討委員会における主な意見は以下のとおりである。 

No. 意見 

【議題１】令和２年度一般廃棄物会計基準・ごみ有料化手引の改訂に向けて 

1 

本市も財務諸表は導入をしていない状況であり、現在は全都清基準で作成してい

る。経年比較による分析を行ってきたため、それをやめてしまうのは難しい。改

訂会計基準をもとに財務書類を作るとなると、2 種類作成することになる。そう

なると、団体の作業負担の増加や市民へ説明する際の分かりやすさが懸念される。
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他団体の中にも同じ状況の団体があると思われるので、各自治体の事情を考慮の

上、全自治体が改訂会計基準に基づき財務書類を作成しなければならないのか検

討が必要と考える。 

2 

現在使用している会計基準の種類の把握、今回の会計基準との整合性について確

認をする必要があると考える。また、今回の会計基準をどこまで広げる方針であ

るか明確にする必要があると考える。 

3 それぞれの基準の比較を行い、整理を行う必要があると考える。 

4 
何を評価するために会計基準が必要であるのかという目的を明確にし、検討を進

めることが必要であると考える 

【議題２】一般廃棄物会計基準に基づく財務書類について 

5 

資料 2-3 A課シート 退職給付引当金の繰入と戻入を差し引きで出しているが、

総務省の統一的な基準に基づく地方公会計では戻入の計上箇所が異なる。わざわ

ざ変える必要はないのではないか。もし、あえて公会計と違う取り扱いにするの

であれば、理由とともに注書きが必要であると考える。 

6 
退職給付引当金の繰入については、算定された数字をそのまま入力する方が、ミ

スが少ないのではないか。 

7 

参考資料２の 34ページ 市町村分担金（建設・改良）について会計基準の処理原

価に含まれていないため、資産の価値を高めるものという補足説明を改めてした

方が誤解がないのではないか。同時に実態調査も再整理できるのではないか。 

8 

二重帳簿をなくす観点からも実態調査の経費編を廃止し、会計基準に置き換える

必要があるのではないか。実態調査は経費編に限らず処理編についても定義があ

いまいな部分が多い。もし令和 3 年度に置き換えることが難しいのであれば、少

なくとも令和 3 年度秋の実態調査の照会では、定義があいまいな部分を、会計基

準を念頭に再整理することが多かれ少なかれ必要になってくると思う。 

9 

実態調査と市で計算したごみ単価について異なる金額となっている。実態調査の

34表については作成の労力も多くかかっているため、会計基準を作成するのであ

れば実態調査の経費について廃止あるいは会計基準への統合も検討する必要があ

るのではないか。 

10 

地方公会計とのリンクも想定するものと考えるが、実際の作業担当者は公会計担

当者とは別の方となる可能性が高く、会計に関する理解が不足している場合、集

計すべき費用、資産について不足することが懸念されるため、丁寧な説明が必要

であると考える。 
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11 

資料 2-3 注記 循環型社会の形成に資する施設の整備状況について、何を記載

すべきかが分かりにくいため、交付金の申請資料と一対一で対応させるような形

の対応などが考えられる。なお総事業費や対応する国庫支出金、竣工年度は今あ

る資料から整理できるのではないかと考える。 

12 
資料 2-3 その他特記事項については、（1）から（5）の項目を設けず、自由記述

にする方が自治体での記載が行いやすいと考える。 

13 

資料 2-3 部門の定義について、参考資料２の管理費用の定義の書き方が異なっ

ており、さらに参考資料２の書き方に従えば、様々な経費が計上されてしまう懸

念がある。定義については、資料 2-3 の部門の定義を参照するよう統一すればよ

いのではないか。 

14 

原価計算書の目的の一つが有料化のためのコストの把握とのことであるが、実際

の有料化についてはごみの種別に設定するため、当該分類では有料化について有

用な情報とならない可能性があると考える。したがって、有料化に資する情報と

なるためには別途詳細な分析が必要なことを説明する等の対応が必要と考える。 

15 
会計基準の目的を鑑みると、分析資料において、有料化の前提となるごみ種別等

の詳細な分析が必要であると考える。 

16 

（事業系のコストの精度について質問を受けて）本市の場合、中間処理の方は比

較的手数料と対応していると思われるが、収集運搬の部分は少量排出事業者のご

みについて、生活系と事業系を同時に収集していたりするため、厳密には対応し

ていない部分もある。 

17 
改訂基準の原価の把握についても、事業系については手数料策定の一定の参考に

できると考える。 

18 
実態調査との関係は極めて重要であり、34表の維持管理費に資産形成に係るもの

が含まれていないかの確認は必要と考える。 

19 

工事請負費について、財政部門と廃棄物部門の連携が必要になってくると考える。

資産性の有無については地方財政状況調査を参考にしていただくことで、統一基

準との整合性をとることができると考える。 

20 

新支援ツールについて、完全にマクロ化されると中身がブラックボックスになる

恐れがある。調整の余地がないものよりは、エクセルの数式が見える今のような

形の方が、自治体の状況によりカスタマイズできるためよい。 

21 生活系、事業系への按分基準は自治体の状況に応じて設定できる方がよい。 

22 
収集運搬についてのコストは按分で計算されているため、有料化の前提情報とし

てのごみ種別（燃えるごみ、不燃ごみ等）の正確なコスト把握が困難ではないか。 

23 
中間処理コストについても償却と資源化が一緒になっているため、燃えるごみの

有料化に対して有用な情報とならない可能性がある。 
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【議題３】「一般廃棄物処理の有料化手引き」改訂に向けて 

24 
既存手引きの更新の中の平成 25 年度から平成 30 年度に有料化を行った団体事例

の紹介は是非入れていただきたい。 

25 
排出抑制及び再生利用の推進効果について、開示する場合には団体数等もう少し

詳細な情報を織り込む必要があると考える。 

26 

会計基準と有料化の手引きの関係性について明確にする必要がある。特に支援ツ

ール(簡易版）での結果については、それのみで有料化に使用するのが難しい印象

があるため注意が必要ではないか。 

27 

バイオマスプラスチックについては指定ごみ袋の導入であるため有料化を実施し

なくても推進できる点、また事業系一般廃棄物の有料化についても現行の会計基

準において記載がある点など、今改定が必要となる理由、目的に、この二点を大

きな柱として挙げていることについて納得感が少ない。 

28 

単に３R だけではなく、持続可能性を加味した有料化の目的を検討する必要があ

ると考える。バイオマスプラスチックについてはあくまでオプション的な考え方

がよいと考える。 

 

【第２回検討委員会】 

＜日時＞令和 2年 11月 5日（木） 午前 15時～17時 

＜議題＞ 

1. （改訂）一般廃棄物会計基準について 

2. 新支援ツールと自治体向け説明会の開催について 

3. 「一般廃棄物処理の有料化手引き」改訂に向けて～事例のご紹介～ 

4. 今後のスケジュール(案） 

 

 第２回検討委員会における主な意見は以下のとおりである。  

No 意見 

【議題１】（改訂）一般廃棄物会計基準について 

◆会計基準及び有料化手引きの改訂(案）の目的について（各基準の相違点の整

理を含む） 

1 

P1（市町村における各会計基準の関係性について）は会計基準の関係を表してい

るので良いが、実態調査と地方公会計を使って、一般廃棄物会計基準に基づく財

務書類を作るため、作業を行う部局のことを考えれば、実態調査を入れて、一般

廃棄物会計基準とのつながりが分かるようにした方が良いのではないか。例えば、

地方公会計の左側に実態調査を入れ、セグメント一般廃棄物処理事業や公営企業
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会計の記載をもう少し小さくし、実態調査、地方公会計、一般廃棄物会計基準に

ついてはもっと大きくするのがよいのではないか。 

今後、説明資料として資料１を使うのであれば、実態調査等データとの関係性を

整理するとよいのではないか。 

2 

p2（一般廃棄物会計基準及び一般廃棄物処理有料化の手引き改訂の目的）におけ

る会計基準の改訂の目的は、直接ではないが内部管理や施策につながるような反

映させていくようなニュアンスを出したいというのが感じられるが、今回は減価

償却費等非資金項目を踏まえた総コストの表示を多くの自治体ができるようにな

ることが最大の目標だと思うので、そこに留める方が説得力があるのではないか。

あくまでも多くの自治体にアカウンタビリティの向上を果たしてもらう目的で改

訂したという整理でよいのではないか。 

会計基準の改訂の目的は総コストの把握による「気づき」でとどめておいた方が

よいのではないか。自治体は循環型社会形成推進交付金とのリンクも含めて有料

化の検討についてナーバスな時期になっているため、アカウンタビリティの向上

にとどめておいた方がよいのではないか。 

会計基準等にごみ有料化にも使えるようにということが書かれていないのであれ

ば、マネージメント力の向上についてまでは記載しなくてもよいのではないか。 

◆会計基準等に関する主なご意見 

■賞与引当金の計上 

3 

仮に賞与引当金を計上不要にすれば、地方公会計と人件費の総額が異なるため、

公会計と異なった取り扱いにする必要があるのか疑問である。ワークシート上で

のみ省略することができるとの記載に留めるとの考えもあるのではないか。 

賞与引当金の負債側の取り扱いが会計基準に記載されていないため、負債のその

他に計上する旨を会計基準に記載しないと、負債をそもそも計上するのかまた計

上する場合どこに計上するのかがわからないのではないかということで事前意見

した。原則は賞与引当金を計上するということにして、計上する場合は貸借対照

表の「負債のその他」に計上し、注記にもその算定方法を記載するのがよいので

はないか。省略する場合は、注記に金額に重要性がないため省略している旨を記

載するのがよいのではないか。また、金額の重要性の基準について、客観的な基

準を設けておいてもよいのではないか。 

賞与引当金はフルコストの観点から入れるべきであるが、1 人当たりの単価を求

める際の割る人数を適切に把握できれば良いのであり、市全体の引当金額を割る
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人数の範囲を明確にすれば、賞与引当金の金額を適切に算定することは可能なの

ではないか。 

各団体における賞与引当金の計上方法を踏まえて対応するのであれば、現行のツ

ールを変えなくてもさほど大きな影響はないと考える。 

■退職手当引当金の計上 

4 

退職手当引当金は地方公会計を利用する部分でもあるため、賞与引当金と同じ考

え方で良いのではないか。ストック側も費用側と同じように説明を加える必要が

あるのではないか。 

■リース注記 

5 

その他特記事項等その他に記載する箇所があると思うため、リース注記は外す方

向でいきたいと考えるがよいか。 

注記を外すかどうか、固定資産計上をどうするかという２つの論点がある。リー

スを除外し、実際に購入したもののみを固定資産計上するのか、そのあたりの記

載が会計基準に記載がないため、何等か記載しておいた方がよいのではないか。 

市では工場の設備、複写機のリースがある。注記に記載の細かい内容を現場が理

解することは難しく、公会計を真似て書くことが限界である。会計基準に記載さ

れている 5項目について、分かる範囲で書くということになるかと考える。 

■循環型社会の形成に資する施設の整備状況 

6 
開示すべき時点を明確にしなければ、記載が難しいため、対象範囲について説明

を加えることが必要ではないか。 

■修繕費等の計上漏れへの対応 

7 

実態調査において、修繕費については建設改良費に計上しないこととされている

ため、ワークシート上で、実態調査を正しく作成できていない自治体への対応と

して、修繕費を算定する形が良いと考える。 

8 
減価償却の方法を注記しているが、会計基準では定額法以外認めていないように

も思われるが、定額法以外の方法も認めているのか。 

【議題２】新支援ツールと自治体向け説明会の開催について 

9 

【議題１】でも意見したように、実態調査と地方公会計の 2 本柱で作成していく

ため、実態調査を基礎としながら地方公会計の情報を加えて一般廃棄物処理会計

基準に基づく財務書類を作成するという説明を加えることができれば分かりやす

くなる。 

【議題３】「一般廃棄物処理の有料化手引き」改訂に向けて～事例のご紹介～ 

10 手引きについて、どのような構成で記載されるか随時確認できればと考えている。 
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手引の事例紹介の中で、小さな自治体でもこのような取組みをしている自治体も

あることを広げていけたらと考えている。 

有料化の実施において、減量化だけを目的とすることは難しい。市民サービス向

上の観点から戸別回収も有料化する目的の１つになると思われる。手引きに載せ

る意図を明確にした上で、例示を示すことが効果的ではないか。 

一般廃棄物処理に要しているコストと手数料の関係については、今回の財務書類

の作成を進める中で、実態が把握できるのではないか。 

今回の会計基準の次のステップとして、有料化の単位でのコスト把握ができると

よいのではないか。 

今回の手引きは有料化の手引きであり、減量化の手引きではないため、有料化を

せずに減量を行っている横浜市の事例を有料化の手引きに入れるのは違和感があ

る。 

有料化の手引きには入れなくてもよいが、一方で交付金の要綱において、有料化

を検討することが入っていて、有料化していなくても減量施策を講じていればそ

の限りではないとなっている。本市の事例は、そのような位置づけが良いと考え

ている。 

現行の有料化の手引きでは、生活系、事業系の料金の設定の方法が違うと書かれ

ている。生活系は施策的に決まるが、事業系は受益者負担的なところがあるとい

う前提で考えると、有料の検討を行うコストの把握の範囲に生活系のコストを含

めてしまってもいいのか疑問である。生活系と事業系の手数料の考え方に違いが

ある点を踏まえた対応であれば良いのではないか。 

【議題４】今後のスケジュール（案） 

11 

独自方式、全都清方式については、どう認めるかを検討していくうえで、基準と

は別に交付金の対象要件として認めていくことが必要ではないか。 

会計基準が複数あると混乱する恐れがある。一般廃棄物会計基準は改定後のもの

を指し、交付金の要件として提出する書類に関しては、改定後の会計基準を基本

とするものの、独自方式、全都清方式についても個別の対応として認める可能性

があるという理解で良いのか。 
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【第３回検討委員会】 

＜日時＞令和 3年 3月 2日（火） 午前 10時～正午 

＜議題＞ 

1. 「一般廃棄物処理の有料化手引き」改訂について 

2. 「（改訂）一般廃棄物会計基準」の確定について 

 

第３回検討委員会における主な意見は以下のとおりである。 

No 意見 

【議題１】「一般廃棄物処理の有料化手引き」改訂について 

■資料 1-1：「一般廃棄物処理有料化の手引き」改訂事項の整理 

 資料 1-2：一般廃棄物処理有料化の手引き （改訂案） 

  全般事項 

1 

用語の使い方について、手引きでは家庭系と事業系、家庭系と事業系という区分

が混在しているが、会計基準では生活系と事業系となっている。 

家庭系にて統一がよいと考えるが、実態調査と用語が異なる点について混乱が生

じないよう、注書き等を加える必要がある。 

2 

有料化をプラスチック資源循環戦略のインセンティブとするような記載について

は、自治体等との協議を十分に実施した上で記載すべきであるから、今後の修正

においても留意してほしい。 

  個別事項 

3 
P.3 有料化施策の法的位置づけについて、税として徴収するのか、手数料として

徴収するのか慎重に議論した上で丁寧な説明が必要と考える。 

4 

P 9 現状の把握及び課題の整理について、例示の記載および説明が不十分である

ように感じる。 

P.42の点検項目に関連するように記載を修正するなど、記載内容について再検討

の必要がある。 

5 

P.10 システム指針の表の位置づけについて、P.42の点検項目の内容とも整合せ

ず説明が不十分であるように感じる。 

P.10 システム指針の表について、残す場合は説明を入れる必要がある。また削

除することも検討すべき。 

6 

P.11 有料化の目的について、P.29の手数料使途の例にもあるように、施設整備

のために有料化を実施する場合もあるように思うが、財源の調達といった観点を

目的に含めるという考えもあるのではないか。 

本市では施設整備を目的として有料化を検討したが、住民理解を得るのが難しい

状況があった。 
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7 

P.19 【参考４】記載のデータは円/Lの表示となっているものが多いが、図表 3-

2-1については大袋の料金分布としているのみであり、わかりにくくなっている。

また、当表については、従前のデータと合わせることで、前回の有料化手引き後

どのように料金が変わったかが分かりやすくなると考える。 

8 

P.22 リサイクル率と出てくるが、定義や算式の説明がないので、可燃ごみのリ

サイクル率と誤解される可能性がある。可燃ごみは基本的に焼却するため、他の

ごみのリサイクル率だと思われるので、その定義の記載をした方が良い。また、

なぜリサイクル率の話をするのかについても説明が必要と考える。 

9 
P.32 （７）持続可能な一般廃棄物処理のための他施策について、本項目の中に

バイオプラごみ袋の記載を検討すべき。 

10 

P.40 （４）有料化の手数料減免の実施の中に、「ただし、これらの政策につい

ては～」と福祉政策の方で配慮するべきであると捉えられかねない記載があるが、

実際は福祉と環境連携して実施すべき部分もあり、現状の記載は突き放した印象

を与えるように感じるため、丁寧な記載とすべき。 

11 

P.47 各自治体において様々な施策を包括的に実施することにより効果を発揮し

ているものと考えられるが、項目別にピックアップして紹介した場合、よい点の

み抽出されてしまう等の弊害が考えられる。前提として、施策は単体ではなく複

数のものを包括的に実施するものである点、留意が必要である旨記載が必要であ

ると考える。 

12 
P.47 自治体名の開示について、残しておくと事例集への参照も容易となるよう

に思うが、改めて検討すべきである。 

【議題２】 「（改訂）一般廃棄物会計基準」の確定について 

◆資料 2-1：（改訂）一般廃棄物会計基準（案） 

13 

本会計基準を適用した場合、実態調査の作成を開始する時期よりも早い段階での

情報収集が必要である項目もあり、実態調査作成担当者への周知が必要であると

考える。 

 

 

上記の意見を踏まえ、（改訂）一般廃棄物会計基準（案）、新支援ツールの作成、

及び一般廃棄物処理有料化手引き（改訂案）の作成を実施した。 

 

 

 

 

以上 
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はじめに 

 

廃棄物・リサイクル行政の目的が、これまでの公衆衛生の向上や公害問題の解決から循

環型社会の形成へと変遷していることを踏まえ、今後、我が国全体として、3Ｒ（リデュ

ース（Reduce：発生抑制）、リユース（Reuse：再使用）、リサイクル（Recycle：再生利

用・エネルギー利用））に重点を置いた最適な廃棄物処理・リサイクルの施策が求められ

ている。 

このような背景から、平成 17年 2月 14日に中央環境審議会が意見具申「循環型社会の

形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の在り方について」（以下「意見具申」とい

う。）をとりまとめ、循環型社会の形成を目指して、市町村が進めるべき一般廃棄物処理

の在り方と国の関与の在り方について提言を行った。これを受け、政府では、廃棄物処理

法第 5条の 2第 1 項の規定に基づき定めた「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（平成 13年 5月 7日環境省

告示第 34号）（以下「基本方針」という。）を平成 17年 5月に改正した。 

 

意見具申及び基本方針では、3Ｒ推進のために取るべき具体的な施策や、施設整備を含

めた処理システムの最適化等の検討の基礎情報として、また、住民や事業者に対して処理

システムの必要性等を説明するための情報として、市町村による一般廃棄物の処理に関す

る事業に係るコストの分析及び評価を行い、社会経済的に効率的な事業となるよう努める

こととされている。一方、一般廃棄物の処理に関する事業に係るコストの分析方法につい

ては統一的なものがなく、コスト分析を行っている市町村においてもコスト計算の方法、

範囲、区分は一致していないことから、国においては、コスト分析の対象となる費目の定

義や共通経費等の配賦方法、減価償却方法等について検討を行い、標準的な分析手法を示

すこと等による技術的な支援に努めることとされている。 

 

一般廃棄物会計基準(以下「現行会計基準」という。)は、市区町村（一部事務組合・広

域連合を含む）（以下「地方公共団体」という。）の一般廃棄物処理事業の 3Ｒ化を進め

るため、平成 19年 6月に自治体の一般廃棄物処理事業 3Ｒ化ガイドラインの一つとして

会計基準をとりまとめ、公表したものである。 

 

地方公共団体では、生産年齢人口等の減少により廃棄物処理の担い手不足や低密度化に

伴う非効率化が懸念されるほか、財政状況等も一層厳しくなることが予想され、長期的な

視点で持続可能な適正処理の確保に向けた安定的・効率的な施設整備及び運営のあり方を

検討していくことが必要となっている。このことから、平成 31年 3月に循環型社会推進
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交付金交付取扱要領の改訂を行い、ごみ焼却施設を新設する場合には、「一般廃棄物会計

基準の導入についての検討」等を新たな交付要件として追加したところである。 

  

これを受け、基本方針に定める国の役割を果たすため、改めて地方公共団体において、

より一層、一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債のストック状況の把握、事業

に係るコスト分析を推進すべきとの観点から標準的手法について検討を行い、現行会計基

準を改訂するに至った。 

「（改訂）一般廃棄物会計基準」は、地方公共団体において、一般廃棄物の処理に関す

る事業に係る資産・負債の一覧的把握、コスト分析及び評価を行い、その能率的な運営に

努めるよう地方自治法第 245条の 4第 1項の規定に基づき助言するものである。 
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第一章 一般廃棄物会計基準財務書類作成の基本事項 

 

Ⅰ 一般廃棄物会計基準の意義 

⚫ 地方公共団体が自らの経営を行うためには、内部管理強化と外部へのわかりやす

い財務情報の開示が重要であり、公会計制度の整備が地方公共団体において進め

られているところである。 

⚫ 地方公共団体が実施する一般廃棄物の処理を行う事業及び一般廃棄物の処理を円

滑に実施するための各種施策（以下、「一般廃棄物の処理に関する事業」とい

う。）についても公会計制度の対象に含まれる事務・事業であるが、地方公共団

体が行う事務・事業全般に係る公会計とは別に、一般廃棄物の処理に関する事業

のみを切り出して財務情報の管理及び情報公開を行うことは、事業に要する費用

の必要性や効率性について具体的に把握し、事業の効率化を図るとともに、住民

や事業者に事業の理解を得るために意義のあるものである。また、今後循環型社

会の構築に向けた取組の推進が求められる中、そのために取るべき具体的な施策

や施設整備を含めた処理システムの最適化等の検討の基礎情報、住民や事業者に

対して処理システムの必要性等を説明するための情報としても、地方公共団体に

よる一般廃棄物の処理に関する事業に係る会計の分析・評価を行うことが求めら

れている。 

⚫ 一般廃棄物会計基準は、上記のような観点から地方公共団体の一般廃棄物処理事

業の 3Ｒ化を進めていくため、事業に係る資産・負債のストック状況の把握、事

業に係るコスト等について標準的な分析手法を定めるものである。その上で、一

般廃棄物会計基準を活用することにより地方公共団体が行う一般廃棄物の処理に

関する事業に係る会計を客観的に把握することが可能となることを目指してい

る。 

 

Ⅱ 作成主体 

⚫ 財務書類の作成主体は、一般廃棄物の処理に関する事業を行う地方公共団体とす

る。 
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Ⅲ 財務書類の作成目的 

⚫ 地方公共団体において、一般廃棄物の処理に関する事業に係る財務書類を作成す

る目的は、情報利用者が意思決定を行うに当たり、有用な情報を提供することに

ある。 

⚫ また、この財務書類を作成する目的は、地方公共団体が情報利用者に対してその

責任を会計的に明らかにするということ「パブリック・アカウンタビリティ（公

的説明責任）」にある。 

 

Ⅳ 財務書類の一般原則 

１ 理解可能性の原則 

⚫ 理解可能性の原則とは、地方公共団体の一般廃棄物の処理に関する事業に係る財

務書類が、会計の専門知識を有しない一般の住民にとって、できるだけ簡潔にわ

かりやすく作成され、理解できるものとなっているかを意味する。 

 

２ 目的適合性の原則 

⚫ 目的適合性の原則とは、一般廃棄物の処理に関する事業に係る財務書類が情報利

用者にとってどれだけ有用性があるかを意味する。目的適合性の有無を判断する

ためには、①情報利用者が事後的に地方公共団体の一般廃棄物の処理に関する事

業に係る財務情報を評価することに役立つか（事後的評価可能性）、②情報利用

者が地方公共団体の一般廃棄物の処理に関する事業に係る財政状態等について将

来予測やシミュレーションを行うことに役立つか（予測・シミュレーション可能

性）、③財務書類が遅延なく作成されているか（適時性）という点等が考慮され

るべきである。 

 

３ 信頼性の原則 

⚫ 信頼性の原則とは、地方公共団体における一般廃棄物の処理に関する事業に係る

財務書類の目的を達成する上で、その情報がどれだけ信頼に値する正確性と真実

性を有するかを意味する。信頼性の有無を判断するためには、①財務情報が取引

事象の法律的形式よりもその実質と経済実態を反映しているか（実質優先主

義）、②情報利用者の意思決定を歪めることはないか（中立性）、③財務書類の

表示が取引事象を忠実に反映するものとなっているか（表示の忠実性）という点

が考慮されるべきである。 
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４ その他の一般原則 

⚫ その他の一般原則としては、①財務情報に省略または誤表示があれば情報利用者

の意思決定に影響を及ぼすが、どの程度の省略または誤表示ならば許容し得るか

（重要性）、②財務情報が会計期間または他の地方公共団体との間で比較し得る

ものか（比較可能性）という点等が考慮されるべきである。 

⚫ なお、地方公共団体の財務書類は、すべての情報を含んでいなければならないと

いう原則（完全性の原則）については、一般廃棄物の処理に関する事業に係る予

算編成等の政策形成上の意思決定を住民の利益に合致させる観点から、本基準で

は、一般廃棄物の処理に関する事業に係るストック情報（ある一時点の財産残

高）を網羅していることを意味する。 

 

Ⅴ 財務書類の構成 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る財務書類の構成は、一般廃棄物の処理に関

する事業に係る資産・負債一覧表、一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計

算書、一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書とする。 

 

Ⅵ 作成の基礎となる計数 

⚫ 財務書類は、地方公共団体の決算及び公有財産台帳、固定資産台帳における計数

を基礎として作成する。 

⚫ 固定資産台帳は、固定資産を、その取得から除売却処分に至るまで、その経緯を

その資産ごとに管理するための帳簿であり、所有するすべての固定資産につい

て、取得価額、耐用年数等のデータを網羅的に記載したものとして、「統一的な

基準による地方公会計の整備促進について（平成 27年 1月 23日 総務大臣通

知）」の下で、全ての地方公共団体において作成することが求められているもの

である。 

 

Ⅶ 対象期間 

⚫ 財務書類の対象期間は、毎年 4月 1日から翌年の 3月 31日までの 1か年（出納

整理期間中における取引を含む）とする。 
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Ⅷ 対象とする一般廃棄物の処理に関する事業 

⚫ 地方公共団体が行う一般廃棄物の処理に関する事業全般を対象とする。 

⚫ なお、本基準でいう一般廃棄物には、し尿は含まず、生活系一般廃棄物及び事業

系一般廃棄物を対象とし、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物

については、原則として本基準の対象外とする。 

⚫ また、直接搬入ごみについては、直接搬入以降が一般廃棄物の処理に関する事業

の対象となる。 

 

Ⅸ 連結の手法 

⚫ 市町村（特別区を含む）が構成団体として加入する一部事務組合等と、当該構成

団体との連結は行わない。 

 

Ⅹ 本基準の位置づけ 

⚫ 本基準は、必要に応じて随時改善を重ねていくこととする。なお、本基準は、各

地方公共団体がそれぞれの創意と工夫により、住民等への説明責任や環境行政に

資する財務書類の作成や原価計算の実施を妨げるものではない。 

 

Ⅺ 他の会計との関係 

１ 総務省による地方公会計制度に準拠している点 

⚫ 以下の点については、総務省による「今後の新地方公会計の推進に関する研究会

報告書」（平成 26年 4月）、及び統一的な基準による地方公会計マニュアル

（令和元年 8月改訂）に基本的に準拠している。 

－ 資産・負債の定義、区分 

－ 費用・収益の定義、区分 

－ 減価償却の方法、対象 
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Ⅻ 部門の定義 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業の担当部門を、作業部門、管理部門に区分する。 

⚫ 各部門の定義は以下のとおりである。 

 

【作業部門】 

⚫ 収集運搬部門…収集運搬業務を担う部門。収集運搬とは、回収拠点等から一般廃

棄物を中間処理施設・資源化施設等まで収集し、運搬することを指す。管路収集

運搬、指定袋やシール等の製造を含む。 

⚫ 中間処理部門…中間処理とは、焼却（溶融・スラグ化を含む。発電・熱利用を含

む。）、ごみ固形燃料化、資源化、埋立処分のための破砕、減容化等を指す。中

間処理業務に加え、中間処理後の一般廃棄物を最終処分場まで運搬する業務、及

び中間処理後の資源物を資源回収業者に引き渡すまでの業務を担う部門を中間処

理部門という。資源化とは、廃棄物を再生利用するために必要な選別、圧縮及び

梱包や堆肥化、飼料化等を指し、生ごみ等バイオマスのメタン化等を含む。 

⚫ 最終処分部門…最終処分業務を担う部門。最終処分とは、燃やさないごみ、焼却

残さ、処理残さの埋立処分を指す。埋立地の維持管理等を含む。 

 

【管理部門】 

⚫ 管理部門…作業部門の管理業務を行う部門。作業部門の管理とは、啓発活動、集

団回収、不法投棄防止対策、余熱利用施設等の管理、ごみ処理基本計画、分別収

集計画などの各種計画策定、一般廃棄物処理業・施設の許可業務等を指す。 
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第二章 一般廃棄物会計基準財務書類の作成要領 

 

Ⅰ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧表 

 

１ 総則 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧表は、一般廃棄物の処理に

関する事業に係る資産及び負債の状況を整理して表したもので、当該資産及び負

債を把握し管理することで、資産の有効活用の他、資産の更新や修繕の計画的な

実施などに役立てることができる。 

 

２ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧の構成 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧表は、様式第 1号のとおり

とする。 

 

３ 資産の部 

（１）総則 

⚫ 資産とは、過去の事象の結果として、特定の会計主体が支配するものであっ

て、①将来の経済的便益が当該会計主体に流入すると期待される資源、また

は、②当該会計主体の目的に直接もしくは間接的に資する潜在的サービス提供

能力を伴うものをいう。 

⚫ 資産は、資産の定義に該当するものについて、その形態を表す科目によって表

示する。 

⚫ 資産は、「有形固定資産」「無形固定資産」及び「その他」に区分して表示す

る。なお、一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産の状況を明らかにすると

いう目的に鑑み、「流動資産」「固定資産」の区分を行わない。 
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（２）用語の定義 

⚫ 資産の取得価額は、取得原価を基礎として計上を行う。ただし、適正な対価を

支払わずに取得したものについては、原則として再調達原価とする。 

⚫ 資産の取得にあたって国庫支出金（補助金、交付金）や都道府県支出金（補助

金等）を財源とした場合でも、支出金相当額を取得価額から控除しない。 

⚫ 固定資産の取得価額は当該資産の取得に係る直接的な対価のほか、「企業会計

原則」第三－五－Ｄに準拠して、原則として、当該資産の引取費用等の付随費

用を含めて算定した金額とする。 

⚫ 減価償却・耐用年数等については、償却資産は、原則として取得年度の翌年度

から毎年度減価償却を行うものとする。減価償却は資産の区分ごとに原則とし

て定額法によって行うものとする。 

⚫ 償却資産に係る耐用年数及び償却率については、原則として、「減価償却資産

の耐用年数に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 25 号）に規定されている耐

用年数に従うこととする。 

⚫ 固定資産の計上方法については、「統一的な基準による地方公会計の整備促進

について（平成 27年 1月 23日 総務大臣通知）」の下で整備されている固定

資産台帳をもとにして、一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産を計上す

る。 

 

（３）有形固定資産 

⚫ 有形固定資産については、1年以上にわたって使用するものであり、かつ原則

として取得価額が 50万円以上の一般廃棄物処理施設の土地及び、一般廃棄物

処理施設内の施設、装置、重機、車両等を対象とする。 

⚫ 有形固定資産は、その種類ごとに表示科目を設けて表示する。具体的には、

「土地」「施設設備」「車両等」及び「建設仮勘定」に区分して表示する。 

⚫ 減価償却の方法について注記する。 

 

（４）無形固定資産 

⚫ 無形固定資産は、その種類ごとに表示科目を設けて表示する。具体的には、

「ソフトウェア」、「その他」に区分して表示する。 
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⚫ ソフトウェアについては、当該ソフトウェアの利用により将来の費用削減が確

実であると認められるものについて、当該ソフトウェアの取得に要した費用

（過去に遡って算出することが困難な場合、ソフトウェアの制作に要した費用

等の累計）を資産として計上し、その利用期間にわたり償却を行う。なお、将

来の費用削減とは無関係なソフトウェアについては、当該年度において費用処

理を行う。 

⚫ 減価償却の方法について注記する。 

 

（５）その他 

⚫ その他は、上記有形固定資産及び無形固定資産以外の資産をいう。 

 

４ 負債の部 

（１） 総則 

⚫ 負債とは、過去の事象から発生した、特定の会計主体の現在の義務であって、

①これを履行するためには経済的便益を伴う資源が当該会計主体から流出し、

または、②当該会計主体の目的に直接もしくは間接的に資する潜在的なサービ

ス提供能力の低下を招くことが予想されるものをいう。 

⚫ 負債の定義に該当するものについて、その形態を表す科目によって表示する。 

⚫ ただし、一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧表では、一般廃

棄物の処理に関する事業に係る負債の状況を明らかにするという目的に鑑み、

原則として「地方債」「長期未払金」「退職手当引当金」「その他」を区分し

て表示し、「流動負債」「固定負債」の区分を行わない。 

 

（２）地方債 

⚫ 地方債は、地方公共団体が発行した地方債のうち、一般廃棄物の処理に関する

事業に係るものをいう。 

 

（３）長期未払金 

⚫ 長期未払金は、地方自治法第 214条に規定する債務負担行為で確定債務と見な

されるもの及びその他の確定債務をいう。 
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（４）退職手当引当金 

⚫ 退職手当引当金は、地方公共団体の退職手当引当金のうち、一般廃棄物の処理

に関する事業に従事する職員に係る金額をいう。 

⚫ 退職手当引当金は、原則として期末自己都合要支給額により算定する。 

⚫ ただし、上記の算定が困難な場合は、現在就業している退職手当給付の対象と

なる職員に対して支払われる一人当たりの平均退職手当支給額に、退職手当支

給の対象となる職員数を乗じた金額を計上するなど、簡易的な方法によること

も妨げない。 

 

（５）その他 

⚫  その他は、上記以外（賞与等引当金など）の負債をいう。 
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Ⅱ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書 

 

１ 総則 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書は、一般廃棄物の処理（収集運

搬、中間処理（焼却・資源化等）、最終処分（埋め立て））について、対象期間

に要した費用を表したもので、一般廃棄物の処理に関する事業に係る経常的な処

理原価の状況を把握・分析するための情報として役立てることができる。 

⚫ 原価計算書においては、作業部門（収集運搬部門・中間処理部門・最終処分部

門）における処理原価を算定し、各作業部門の原価は、生活系・事業系に区分し

て表示する。 

 

（１）原価計算書の構成 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書は、作業部門ごとに「人件

費」、「物件費等」及び「移転費用」に区分して表示する。 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書は、様式第 2号のとおりとす

る。 

 

（２）各部門における一般廃棄物種類別の費用の計算方法 

⚫ 各部門に計上する金額は、原則としてその内容に応じて各部門に計上する。 

⚫ 生活系・事業系の区分については、各部門の計上金額が直接把握できる場合

は、その金額を計上する。ただし、直接把握することが困難な場合には、各部

門別のごみの収集量、搬入量など合理的な基準により按分して計上することが

できる。 

 

２ 処理原価 

（１）人件費 

⚫ 人件費は、給料、職員手当等、共済費、報酬、退職給与金等をいう。 

⚫ 人件費は、「職員給与費（一般職）」「職員給与費（技能職）」「退職手当引

当金繰入額」「その他」に区分して表示する。 
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① 職員給与費（一般職） 

⚫ 職員給与費（一般職）は、一般職に係る職員給与費をいう。 

【各部門に計上する金額】 

⚫ 職員給与費（一般職）は、配置人員数、業務量等合理的な基準により、各部

門に按分して計上する。 

 

② 職員給与費（技能職） 

⚫ 職員給与費（技能職）は、技能職に係る職員給与費をいう。 

【職員給与費（技能職）－収集運搬部門】 

⚫ 収集運搬部門の技能職（収集運搬車運転手、整備士、修理士、船舶乗員、船

舶整備士、収集作業員等の収集運搬業務に携わる技能士、作業員等）に係る

職員給与費をいう。 

【職員給与費（技能職）－中間処理部門】 

⚫ 中間処理部門の技能職（クレーン操作者、ピット係員、焼却作業員等中間処

理に携わる技能士、作業員等）に係る職員給与費をいう。 

【職員給与費（技能職）－最終処分部門】 

⚫ 最終処分部門の技能職（埋立地作業員等、最終処分に携わる技能士、作業員

等）に係る職員給与費をいう。 

 

③ 退職手当引当金繰入額 

⚫ 退職手当引当金繰入額は、退職手当引当金の当該年度発生額をいう。 

【各部門に計上する金額】 

⚫ 退職手当引当金繰入額は、配置人員数、業務量等合理的な基準により、各部

門に按分して計上する。 

 

④ その他 

⚫ その他には、上記職員給与費（技能職・一般職）及び退職手当引当金繰入額

以外の人件費（会計年度任用職員に係る人件費、賞与等引当金繰入額など）

をいう。 
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【各部門に計上する金額】 

⚫ その他は、配置人員数、業務量等合理的な基準により、各部門に按分して計

上する。 

 

（２）物件費等 

⚫ 物件費等は、「処理費」「委託費」「減価償却費」「その他」に区分して表示

する。 

 

① 処理費 

⚫ 処理費は、以下の項目をいう。 

【処理費－収集運搬部門】 

⚫ 収集運搬費…収集運搬車の燃料費、修繕費、海上輸送等の収集運搬に係る人

件費以外の経費をいう。 

【処理費－中間処理部門】 

⚫ 中間処理費…処理施設の燃料費、修繕費、光熱水費、薬剤費等の維持管理費

用等の中間処理に係る人件費以外の経費をいう。 

【処理費－最終処分部門】 

⚫ 最終処分費…埋立地の維持管理費等最終処分に係る人件費以外の経費をい

う。 

 

② 委託費 

⚫ 委託費は、収集運搬、中間処理（焼却・資源化等）、最終処分（埋め立て）

の業務を、他の機関あるいは特定の者に委託して行わせるときに、その対価

として支払われる費用をいう。 

【委託費－収集運搬部門】 

⚫ 収集運搬に関して他市区町村、自市区町村が所属していない一部事務組合

等、民間事業者と委託契約を締結し、これに基づいて支出した経費をいう。 
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【委託費－中間処理部門】 

⚫ 中間処理（施設運転の委託等も含む）に関して他市区町村、自市区町村が所

属していない一部事務組合等、民間事業者と委託契約を締結し、これに基づ

いて支出した経費をいう。 

【委託費－最終処分部門】 

⚫ 最終処分（施設運転の委託等も含む）に関して他市区町村、自市区町村が所

属していない一部事務組合等、民間事業者と委託契約を締結し、これに基づ

いて支出した経費をいう。 

 

③ 減価償却費 

⚫ 減価償却費は、一定の耐用年数に基づき計算された当該年度の負担となる資

産価値減少額をいう。 

⚫ 減価償却の対象となる資産は、有形固定資産（土地、建設仮勘定を除く）と

無形固定資産（ソフトウェア等）となる。 

【各部門に計上する金額】 

⚫ 減価償却費は、その対象資産の使用状況等に応じて、各部門に計上する。 

 

④ その他 

⚫ その他は、上記処理費、委託費、減価償却費以外の物件費等をいう。 

【各部門に計上する金額】 

⚫ その他は、内容に応じて各部門に計上する。 
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（３）移転費用 

⚫ 移転費用は、毎年度経常的に発生する非交換性（非対価性）の支出をいう。 

⚫ 移転費用は、「組合分担金等（処理及び維持管理費）」「その他」に区分して

表示する。 

 

① 組合分担金等（処理及び維持管理費） 

⚫ 組合分担金等（処理及び維持管理費）は、一般廃棄物の処理に関する事業に

係る「組合分担金」のうち、処理及び維持管理費に係るものをいう。 

 

② その他 

⚫ その他は、上記組合分担金等（処理及び維持管理費）以外の一般廃棄物の処

理に関する事業に係る移転費用（経常費用）をいう。 
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Ⅲ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書 

１ 総則 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書は、一般廃棄物の処理に

関する事業について、対象期間に要した費用及び収益を明らかにするもので、一

般廃棄物の処理に関する事業全体の効率性を把握・分析するための情報として役

立てることができる。 

 

２ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書の構成 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書は、「経常費用」「経常

収益」「経常外費用」及び「経常外収益」に区分して表示する。 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書は、様式第 3号のとおり

とする。 

⚫ 費用及び収益は、総額によって表示することを原則とする。 

 

３ 経常費用 

（１）総則 

⚫ 経常費用は、費用の定義に該当するもののうち、毎年度経常的に発生するもの

をいう。 

⚫ 経常費用は「処理原価」と「管理費用」に区分して表示する。 

 

（２）処理原価 

⚫ 「処理原価」は、原価計算書にて算定された費用をいう。 

⚫ 「処理原価」は、「人件費」「物件費等」「移転費用」に区分して表示する。 

 

（３）管理費用 

⚫ 「管理費用」は、啓発活動、集団回収、不法投棄防止対策、余熱利用施設等の

管理、ごみ処理基本計画、分別収集計画などの各種計画策定、一般廃棄物処理

業・施設の許可業務に係る費用をいう。 
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⚫ 「管理費用」は、「人件費」「物件費等」「移転費用」「その他管理費用」に

区分して表示する。 

 

① 人件費 

⚫ 収集運搬、中間処理及び最終処分の各部門に属さない管理部門に係る「人件

費」をいう。 

⚫ 「職員給与費」「退職手当引当金繰入額」「その他」の人件費をいう。 

 

② 物件費等 

⚫ 収集運搬、中間処理及び最終処分に属さない管理部門に係る「委託費」「減

価償却費」「その他」の物件費等をいう。 

 

③ 移転費用 

⚫ 毎年度経常的に発生する非交換性（非対価性）の支出のうち、収集運搬、中

間処理及び最終処分の各部門に属さない「組合分担金等（処理及び維持管理

費）」「その他」の移転費用をいう。 

 

④ その他管理費用 

⚫ その他管理費用は、「支払利息」等の収集運搬、中間処理及び最終処分の各

部門に属さない上記人件費、物件費等、移転費用以外の一般廃棄物の処理に

関する事業のその他の管理費用をいう。 

⚫ 支払利息は、利息負担金額のうち、地方公共団体が発行している一般廃棄物

の処理に関する事業に係る地方債等に係るもの及び、他の団体・金融機関か

らの借入金に係る利息負担金額をいう。 
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４ 経常収益 

（１）総則 

⚫ 経常収益は、収益の定義に該当するもののうち、毎年度経常的に発生するもの

をいう。 

⚫ 経常収益は、「使用料及び手数料」「補助金等収入」「その他」に区分して表

示する。 

 

（２）使用料及び手数料 

⚫ 使用料及び手数料は、地方公共団体が、その活動として一定の財・サービスを

提供する場合に、当該財・サービスの対価として、使用料・手数料の形態で徴

収する金銭をいい、一般廃棄物の処理に関する事業に係る使用料・手数料をい

う。 

⚫ 使用料及び手数料は、「指定袋・シール等販売収入」「直接搬入ごみ手数料」

「その他」に区分して表示する。 

 

① 指定袋・シール等販売収入 

⚫ 指定袋・シール等販売収入は、一般廃棄物の処理に係る指定袋・シール等の

販売収入をいう。 

 

② 直接搬入ごみ手数料 

⚫ 直接搬入ごみ手数料収入は、生活系直接搬入ごみの手数料収入、事業系直接

搬入ごみ手数料収入、近隣市町村からの作業委託収入をいう。 

 

③ その他 

⚫ その他は、上記指定袋・シール等販売収入、直接搬入ごみ手数料以外の一般

廃棄物の処理に関する事業に係る使用料及び手数料をいう。 
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（３）補助金等収入 

⚫ 補助金等収入は、一般廃棄物の処理に関する事業に伴い経常費用が発生する場

合に、これに対応する財源として移転収入の形態で国や他の団体等から経常的

に支払われるものをいう。 

⚫ 補助金等収入は、「国県等支出金（運営費補助金等）」「[一部事務組合等]市

町村分担金（処理及び維持管理費）」「その他」に区分して表示する。 

 

① 国県等支出金（運営費補助金等） 

⚫ 国県等支出金（運営費補助金等）は、一般廃棄物の処理に関する事業に伴い

経常費用が発生する場合に、これに対応する財源として移転収入の形態で国

や都道府県から経常的に支払われるものをいう。 

 

② [一部事務組合等]市区町村分担金（処理及び維持管理費） 

⚫ 一部事務組合等において、一般廃棄物の処理に関する事業に伴い経常費用が

発生する場合に、これに対応する財源として移転収入の形態で構成市区町村

から経常的に支払われる分担金をいう。 

 

③ その他 

⚫ その他は、上記運営費補助金等収入、[一部事務組合等]市区町村分担金（処

理及び維持管理費）以外の補助金等収入をいう。 

 

（４）その他 

⚫ その他は、上記指定袋・シール等販売収入、直接搬入ごみ手数料以外の一般廃

棄物の処理に関する事業に係る経常収入をいう。 

⚫ その他は、「資源物等売却収入」「売電等収入」「その他」に区分して表示す

る。 

 

① 資源物等売却収入 

⚫ 資源物等売却収入は、資源物等の売却収入をいう。 
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② 売電等収入 

⚫ 売電等収入は、発電設備を有している場合の電力会社等への余剰電力の売却

収入をいう。 

 

③ その他 

⚫ その他は、上記資源物等売却収入、売電等収入以外のその他の経常収入をい

う。 

 

５ 経常外費用 

（１）総則 

⚫ 経常外費用は、費用の定義に該当するもののうち、非経常的に発生するものを

いう。 

⚫ 経常外費用は、「移転費用」「その他」に区分して表示する。 

 

（２）移転費用 

⚫ 移転費用は、非経常的に発生する非交換性（非対価性）の支出をいう。 

⚫ 移転費用は、「組合分担金等（建設・改良費）」「その他」に区分して表示す

る。 

 

① 組合分担金等（建設・改良費） 

⚫ 組合分担金等（建設・改良費）は、一般廃棄物処理施設の整備に係る経費

（資産形成を伴うもの）のうち、一般廃棄物の処理に関する事業に係る一部

事務組合等への負担金をいう。 

 

② その他 

⚫ その他は、上記組合分担金等以外の一般廃棄物の処理に関する事業に係る移

転費用（経常外費用）をいう。 
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（３）その他 

⚫ その他は、上記移転費用以外の一般廃棄物の処理に関する事業に係るその他の

経常外費用をいう。 

⚫ その他は「災害廃棄物処理事業経費」「資産除売却損」「その他」に区分して

表示する。 

 

① 災害廃棄物処理事業経費 

⚫ 災害廃棄物処理事業経費は、災害廃棄物処理について国庫補助金交付要綱の

適用を受けたもの等、何らかの補助を受けた事業に係る経費をいう。 

 

② 資産除売却損 

⚫ 資産除売却損は、資産の売却による収入が帳簿価額を下回る場合の差額及び

除却した資産の除却時の帳簿価額をいう。 

 

③ その他 

⚫ その他は、上記災害廃棄物処理事業経費、資産除売却損以外の経常外費用を

いう。 

 

６ 経常外収益 

（１）総則 

⚫ 経常外収益は、収益の定義に該当するもののうち、非経常的に発生するものを

いう。 

⚫ 経常外収益は、「施設整備補助金等収入」「その他」に区分して表示する。 
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（２）施設整備補助金等収入 

⚫ 施設整備補助金等収入は、一般廃棄物の処理に関する事業に伴い費用が発生す

る場合に、これに対応する財源として移転収入の形態で国や他の団体等から非

経常的に支払われるものをいう。 

⚫ 施設整備補助金等収入は、「国県等支出金（施設整備補助金）」「[一部事務組

合等]市区町村分担金（建設・改良費）」「その他」に区分して表示する。 

 

① 国県等支出金（施設整備補助金） 

⚫ 国県等支出金（施設整備補助金）は、一般廃棄物の処理に関する事業に係る

施設整備に伴い費用が発生する場合に、これに対応する財源として移転収入

の形態で国や都道府県から非経常的に支払われるものをいう。 

 

② [一部事務組合等]市区町村分担金（建設・改良費） 

⚫ 一部事務組合等において、一般廃棄物の処理に関する事業に伴い施設整備費

用が発生する場合に、これに対応する財源として移転収入の形態で構成市区

町村から非経常的に支払われる分担金をいう。 

 

③ その他 

⚫ その他は、上記国県等支出金（施設整備補助金）、市区町村分担金（建設・

改良費）以外の施設整備に係る補助金をいう。 

 

（３）その他 

⚫ その他は、上記以外の一般廃棄物の処理に関する事業に伴う経常外収益をい

う。 

⚫ その他は、「災害廃棄物処理事業収益」「資産売却益」「その他」に区分して

表示する。 
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① 災害廃棄物処理事業収益 

⚫ 災害廃棄物処理事業収益は、災害廃棄物処理について国庫補助金交付要綱の

適用を受けたものや東京電力の賠償等、何らかの補助を受けた事業に係る収

益をいう。 

 

② 資産売却益 

⚫ 資産売却益は、資産の売却による収入が帳簿価額を上回る場合の差額をい

う。 

 

③ その他 

⚫ その他は、上記災害廃棄物処理事業収益、資産売却益以外の経常外収益をい

う。 
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Ⅳ 注記 

１ 財務書類の作成方針 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る財務書類を作成するにあたっての、財務書

類の作成方針を記載する。 

 

２ 重要な会計方針の変更 

⚫ 重要な会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を「重要な会計方針」の次

に記載しなければならない。 

① 会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当

該変更が財務書類に与えている影響の内容 

② 表示方法を変更した場合には、その旨 

 

３ 重要な後発事象 

⚫ 会計年度終了後、財務書類を作成する日までに発生した事象で翌年度以降の一般

廃棄物の処理に関する事業の財務状況等に影響を及ぼす後発事象の内、次に掲げ

るものを記載する。 

① 重大な災害等の発生 

② その他重要な後発事象 

 

４ 追加情報 

⚫ 一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債の一覧的把握、コスト分析及び

評価のための内容を理解するために必要と認められる次の事項を記載する。 

① 3Ｒに係る先進的な取組事例 

② 循環型社会の形成に資する施設の整備状況 

③ 場外余熱等利用施設の状況 
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５ その他特記事項 

⚫ その他必要に応じて、循環型社会形成推進に関する財務情報・非財務情報を追加

して記載する。 

（例） 

・有害物質・処理困難物に係る事故発生時の対応費用 

（火災時の事故を終息させるための費用、修理費用）     

・不法投棄物、災害ごみ、漂着ごみの処理等に係る特別な要因で発生する経費等 

・リチウムイオン電池の処理等に関する事項 

・啓発活動に関する事項 

・その他 
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様式 

 

 

様式第 1号  一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧表 

様式第 2号  一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書 

様式第 3号  一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書 

様式第 4号  一般廃棄物の処理に関する事業に係る注記  
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【様式第1号】

[資産の部]

１ 有形固定資産
（１）土地 XXX
（２）施設設備

① 取得価額 XXX
② 減価償却累計額 △XXX XXX

（３）車両等
① 取得価額 XXX
② 減価償却累計額 △XXX XXX

（４）建設仮勘定 XXX
有形固定資産合計 XXX

２ 無形固定資産
（１）ソフトウェア XXX
（２）その他 XXX
無形固定資産合計 XXX

３ その他 XXX

資　　産　　合　　計　　a XXX

[負債の部]

１ 地方債 XXX

２ 長期未払金 XXX

３ 退職手当引当金 XXX

４ その他 XXX

負　　債　　合　　計  　b XXX

(　差　引　)資　産　負　債　差　額　ｃ
(　ａ　－　ｂ　)　＝　ｃ　　

XXX

一般廃棄物の処理に関する事業に係る資産・負債一覧表

（令和○○年３月３１日現在）
（単位：円）
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：

円
）

生
活

系
事

業
系

小
計

生
活

系
事

業
系

小
計

生
活

系
事

業
系

小
計

１
．

人
件

費
(１

)
職

員
給

与
費

（
一

般
職

）
(２

)
職

員
給

与
費

（
技

能
職

）
(３

)
退

職
手

当
引

当
金

繰
入

額
(４

)
そ

の
他

小
　
　
計

２
．

物
件

費
等

(１
)

処
理

費
(２

)
委

託
費

(３
)

減
価

償
却

費
(４

)
そ

の
他

小
　
　
計

３
．

移
転

費
用

(１
)
組

合
分

担
金

等
（

処
理

及
び

維
持

管
理

費
）

(２
)
そ

の
他

小
　
　
計

構
　

成
　

比
　

率
　

（
％

）
処

理
原

価
合

計

一
般

廃
棄

物
の

処
理

に
関

す
る

事
業

に
係

る
原

価
計

算
書

自
　

令
和

○
○

年
４

月
 １

 日
至

　
令

和
○

○
年

３
月

３
１

日

総
額

収
集

運
搬

中
間

処
理

（
焼

却
・

資
源

化
等

）
最

終
処

分
（

埋
め

立
て

）
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【様式第3号】

【経常費用】 （単位：円）
１． 処理原価

(１) 人件費 XXX
(２) 物件費等 XXX
(３) 移転費用 XXX

合計 XXX
２． 管理費用

(１) 人件費
(２) 物件費等 XXX
(３) 移転費用 XXX
(４) その他管理費用 XXX

合計 XXX
XXX

【経常収益】
１． 使用料及び手数料

(１) 指定袋・シール等販売収入 XXX
(２) 直接搬入ごみ手数料 XXX
(３) その他 XXX

合計 XXX
２． 補助金等収入

(１) 国県等支出金（運営費補助金等） XXX
(２) [一部事務組合等]市区町村分担金（処理及び維持管理費） XXX
(３) その他 XXX

合計 XXX
３． その他

(１) 資源物等売却収入 XXX
(２) 売電等収入 XXX
(３) その他 XXX

合計 XXX
XXX

XXX

【経常外費用】
１． 移転費用

(１) 組合分担金等（建設・改良費） XXX
(２) その他 XXX

合計 XXX
２． その他

(１) 災害廃棄物処理事業経費 XXX
(２) 資産除売却損 XXX
(３) その他 XXX

合計 XXX
XXX

【経常外収益】
１． 施設整備補助金等収入

(１) 国県等支出金（施設整備補助金） XXX
(２) [一部事務組合等]市区町村分担金（建設・改良費） XXX
(３) その他 XXX

合計 XXX
２． その他

(１) 災害廃棄物処理事業収益 XXX
(２) 資産売却益 XXX
(３) その他 XXX

合計 XXX
XXX

XXX

（ 差 引 ） 純 経 常 行 政 コ ス ト

経 常 外 費 用 合 計

経 常 外 収 益 合 計

（ 差 引 ） 純 行 政 コ ス ト

一般廃棄物の処理に関する事業に係る行政コスト計算書
自　令和○○年４月 １ 日
至　令和○○年３月３１日

経 常 行 政 コ ス ト ａ

経 常 収 益 合 計 ｂ
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【様式第4号】

Ⅰ．財務書類の作成方針 

（１）財務書類の作成方針

(改訂）一般廃棄物会計基準に基づき、財務書類を作成しています。

Ⅱ．重要な会計方針の変更等 

（１）会計方針の変更   

（２）表示方法の変更 

Ⅲ．重要な後発事象 

（１）主要な業務の改廃 

（２）組織・機構の大幅な変更 

（３）重大な災害等の発生 

Ⅳ． 追加情報

（１）３Rに係る先進的な取り組み事例

（２）循環型社会の形成に資する施設の整備状況

（単位：千円）

施設区分 竣工年度 総事業費
左記の内、

国庫支出金及び
都道府県支出金

（３）場外余熱等利用施設の状況

余熱等供給形態

○○クリーンセンター ○○温浴施設、○○温水プール 蒸気、高温水

△△清掃工場 市民センター、△△老人福祉施設 高温水

… … …

Ⅴ． その他特記事項

（１）その他有害物質・処理困難物に係る事故時の対応費用（火災時の事故を終息させるための費用、修理費用）

（２）不法投棄物、災害ごみ、漂着ごみの処理等に係る特別な要因で発生する経費等

（３）リチウムイオン電池の処理等に関する事項

（４）啓発活動に関する事項

（５）その他

事業名

施設名 利用内容



 

 

＜参考資料２＞ 

 

（改訂）一般廃棄物会計基準（案）新旧対照表 

  



 

 





























































































  



 

 

＜参考資料３＞ 

 

一般廃棄物処理有料化手引き（改訂案） 

  



 

 



 

 

  

＜改訂案＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物処理有料化の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 4 月 

 

環境省  

環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課 
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はじめに  

 

2020 年10 月26 日、第203 回臨時国会の所信表明演説において、菅義偉内閣総理大

臣は、2050 年までに脱炭素社会実現を目指すことを宣言した。地域の取組と国民のライフスタ

イルに密接に関わる主要分野において、脱炭素でかつ持続可能で強靭な活力ある地域社会を

実現していくことが求められている。中でも、資源循環を通じた脱炭素にも大きな期待が寄せられ

ており、国民にとって身近な廃棄物処理における一般廃棄物処理の有料化は、廃棄物の排出

抑制や再生利用等による資源循環の推進のために有効なツールであり、国民の行動変容を促

すことが可能である。 

 

これまでの一般廃棄物の有料化に関する取組としては、平成28年1月21 日に、廃棄物処

理法第 5 条の 2 第 1 項の規定に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（以下「基本方針」という。）が改正さ

れた。 

 

この改正により、市町村の役割として、「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑

制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進めるため、一般

廃棄物処理の有料化の推進を図るべきである。」との記載が追加され、国全体の施策の方針と

して一般廃棄物処理の有料化を推進するべきことが明確化された。 

 

本手引きは、基本方針に、国の役割として「市町村及び都道府県が行う、その区域内におけ

る廃棄物の減量その他その適正な処理の確保のための取組が円滑に実施できるよう、一般廃棄

物の処理に関する事業のコスト分析手法や有料化の進め方並びに一般廃棄物の標準的な分

別収集区分及び適正な循環的利用や適正処分の考え方を示すことなどを通じて技術的及び財

政的な支援に努めるとともに、広域的な見地からの調整を行うことに努めるものとする。」と定めら

れたことに基づき、市町村が有料化の導入又は見直しを実施する際に、参考となる手引きとして

作成するものである。 

 

本手引きは、平成 19 年 6 月に作成され、平成 25 年 4 月に改訂されたが、平成 31 年 3

月に循環型社会推進交付金交付取扱要領の改訂が行われ、一般廃棄物焼却施設の整備計

画を進めるにあたっては、一般廃棄物の減量化を図る観点から、一般廃棄物処理の有料化を検

討することが要件化された状況も考慮し、情報の更新等を行うとともに、近年の事例を踏まえた

記述を追加した。 
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１．基本的事項 

 

１－１．用語の定義 

 

本手引きにおける「一般廃棄物処理」とは、市町村（市町村の組合を含む。以下同じ）が

行う、一般廃棄物の処理全体（収集、運搬及び処分）を指す。 

 

本手引きにおける「有料化」とは、市町村が一般廃棄物処理についての手数料を徴収する

行為を指す。このため、例えば、手数料を上乗せせずに販売される一定の規格を有するごみ

袋（指定袋）の使用を排出者に依頼する場合については、「有料化」に該当しない。 

 

また、一般廃棄物処理実態調査及び一般廃棄物処理会計基準においては、一般廃棄物

の区分として「生活系」「事業系」の表現が用いられているが、本手引きにおいては一般廃棄物

の区分として「家庭系」「事業系」を用いることとし、一般廃棄物処理実態調査における「生活

系」については「家庭系」として読み替えている。 

 

一般廃棄物の区分については、一般廃棄物処理実態調査における次の収集区分、定義

をもとにしている。 

収集区分 内容 

可燃ごみ 焼却施設にて中間処理することを主に目的として収集されるもの 

不燃ごみ 焼却施設以外の中間処理施設にて処理する、または最終処分するこ

とを目的として収集されるもの 

資源ごみ 再資源化することを目的として収集されるもの 

ペットボトル、容器包装プラスチック、容器包装プラスチック以外のプラ

スチック、紙パック、紙パック以外の紙製容器包装、生ごみ、廃食用

油、剪定枝について、各市町村にて収集区分が設けられているものが

資源ごみとなる。 
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１－２．有料化施策の位置付け 

 

一般廃棄物処理は、廃棄物処理法に基づき各市町村が策定する一般廃棄物処理計画に

位置づけて行うことが適切である。 

 

本手引きでは、一般家庭および事業所から排出される一般廃棄物を対象として、有料化の導

入又は見直しを行う際に参考となる事項を示すものである。 

 

また、本手引きでは、基本方針に「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑制や

再利用、再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進める」とさ

れていることに沿って、従量制の有料化導入を有料化の仕組みの基本としている。 

 

一般廃棄物処理の有料化は、市町村の一般廃棄物行政の目的を実現するための一手段で

あり、廃棄物処理法に基づき市町村が策定する一般廃棄物処理計画に明記し、一般廃棄物に

関する施策の一つとして明確に位置づけて行うことが適切である。有料化の導入が先行している

場合には、一般廃棄物処理計画の見直し時に、有料化を位置づけるということも可能である。 

また、有料化の推進及び円滑な実施を進める上では、都道府県において、市町村の取組を

支援するため、先進事例の紹介や有料化に伴う一般廃棄物減量効果などについての情報提供

等の支援も期待される。都道府県が策定する都道府県廃棄物処理計画において、一般廃棄

物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項として、市町村における一般廃棄物処理

の有料化に関する事項を定めることも考えられる。 
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【参考1】一般廃棄物処理計画について 

 

 

• 一般廃棄物処理計画の示す内容は、以下の通りである。 

（1）一般廃棄物発生量及び処理量の見込み 

（2）一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

（3）分別収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

（4）一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

（5）一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

（6）その他、一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

 

• また、上記の内容は、廃棄物処理法施行規則第 1 条の 3 の規定により、一般廃棄物処理基

本計画及び一般廃棄物処理実施計画に定めることとなっている。 

 

 

 

 

 

• 「法第 6 条第 1 項の規定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針について」（環廃

対発第 080619001 号 平成20 年６月19 日）では、処理計画で定める事項の(1)一般

廃棄物発生量および処理量の見込みは、将来人口の予測、排出抑制及び集団回収等による

ごみ減量効果、自家処理等の見込み、他の市町村からの搬入等を勘案して、ごみ種類別に定

めるものとされている。 

一般廃棄物処理基本計画 

（10～15 年の長期計画） 

一般廃棄物処理実施計画 

（各年度計画） 
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１－３．有料化の導入状況 

【参考2】有料化を実施している市区町村の数 

環境省「平成 30 年度一般廃棄物処理実態調査」によると、平成 31 年 3 月現在で、家庭系可

燃ごみの有料化を実施している市区町村（一部地域で有料化している市区町村を含む、以下同

じ）は、全市区町村の63.5 ％であり、平成22年度の実態調査の調査結果約61％との比較では

約2.5 ポイントの増加となっている（図表１－３－１）。 
 

図表 １－３－１ 家庭系可燃ごみの有料化を導入している市区町村の割合（年度別） 

 

（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 

 

また、人口規模別に有料化している市区町村数を分析すると、人口規模が 30 万人以上の市区

町村においては 24.0%、15 万人超30 万人未満では 39.1％、10 万人超15 万人未満では、

50.9％、5 万人超10 万人未満では 60.9％、5 万人未満では 69.9％であり人口規模が小さくな

るにつれて有料化が進んでいる状況である（図表１－３－２）。 
 

図表１－３－２ 家庭系可燃ごみの有料化を導入している市区町村の割合（人口規模別） 

 
（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 

 

 

60.6%

61.4%

61.6%

61.8%

62.5%

1.1%

1.0%

1.0%

1.1%

1.4%

38.3%

37.5%

37.3%

37.1%

36.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

有料化している団体数 一部有料化している団体数 有料化していない団体

69.0%

59.3%

47.1%

38.1%

24.0%

62.4%

0.9%

1.6%

3.8%

1.0%

0.0%

1.1%

30.2%

39.1%

49.0%

60.8%

76.0%

36.5%

5万人未満

5~10万人未満

10~15万人未満

15~30万人未満

30万人以上

全体

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有料化している団体数 一部有料化している団体数 有料化していない団体数
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地域別に家庭系可燃ごみの有料化を導入している市区町村の割合をみると、北海道、四国エリア

の有料化率が比較的高く、関東、東北、近畿エリアの有料化率は比較的低い状況となっている（図

表 １－３－３）。 

 

図表 １－３－３ 家庭系可燃ごみの有料化を導入している地域別市区町村の数 

 
（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 

 

有料化率
区分別

有料化率

排出量

単純従

量型

その他 計 (B/A) (%)  (%)

北海道 北海道 154 125 16 141 91.6% 91.6%

青森県 40 20 － 20 50.0%

岩手県 32 1 － 1 3.1%

宮城県 35 11 － 11 31.4%

秋田県 24 13 1 14 58.3%

山形県 35 29 1 30 85.7%

福島県 56 27 － 27 48.2%

茨城県 44 15 2 17 38.6%

栃木県 25 14 － 14 56.0%

群馬県 35 14 2 16 45.7%

埼玉県 61 10 － 10 16.4%

千葉県 54 34 2 36 66.7%

東京都 62 27 1 28 45.2%

神奈川県 31 6 － 6 19.4%

新潟県 30 21 4 25 83.3%

富山県 15 10 － 10 66.7%

石川県 19 15 1 16 84.2%

福井県 17 5 1 6 35.3%

山梨県 27 8 1 9 33.3%

長野県 77 46 14 60 77.9%

岐阜県 42 30 7 37 88.1%

静岡県 35 17 － 17 48.6%

愛知県 54 18 3 21 38.9%

三重県 29 9 － 9 31.0%

滋賀県 19 11 1 12 63.2%

京都府 25 11 2 13 52.0%

大阪府 39 12 10 22 56.4%

兵庫県 40 17 1 18 45.0%

奈良県 39 26 2 28 71.8%

和歌山県 29 25 2 27 93.1%

鳥取県 19 19 － 19 100.0%

島根県 19 18 1 19 100.0%

岡山県 27 20 1 21 77.8%

広島県 23 13 － 13 56.5%

山口県 19 12 1 13 68.4%

徳島県 23 15 1 16 69.6%

香川県 17 16 － 16 94.1%

愛媛県 20 14 3 17 85.0%

高知県 28 25 1 26 92.9%

福岡県 58 54 1 55 94.8%

佐賀県 20 19 － 19 95.0%

長崎県 21 17 2 19 90.5%

熊本県 45 34 1 35 77.8%

大分県 18 16 1 17 94.4%

宮崎県 26 15 － 15 57.7%

鹿児島県 41 17 1 18 43.9%

沖縄県 41 33 1 34 82.9%

全国 1,689 984 89 1,073 63.5% 63.5%

関東 40.7%

区分 都道府県名

全市区

町村数

（A）

収集なし

を除く

有料化市区町村数（B）

東北 46.4%

中部 63.6%

近畿 58.6%

九州

・沖縄
78.5%

中国 79.4%

四国 85.2%
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事業系可燃ごみの有料化を実施している市区町村は全市区町村の 96.4%を占めており、平成

22 年度実態調査の約 97%より、ほぼ変わらずほとんどの市区町村において有料化を行っている状

況である。 

 

図表 １－３－４ 事業系可燃ごみの有料化を導入している市区町村の割合（年度別） 

 
（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 

 

図表１－３－５ 事業系可燃ごみの有料化を導入している市区町村の割合（人口規模別） 

 
（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 
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H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

有料化している団体数 一部有料化している団体数 有料化していない団体

94.8%

97.5%

100.0%

100.0%

98.7%

96.1%

0.4%

0.4%

0.0%

0.3%

4.8%

2.0%

1.3%

3.6%

5万人未満

5~10万人未満

10~15万人未満

15~30万人未満

30万人以上

全体

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有料化している団体数 一部有料化している団体数 有料化していない団体数
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１－４．有料化の検討及び導入プロセス 

 

有料化の検討及び導入における手順フローと本手引きとの対応関係を図表１－４－１に示

す。 

 

有料化導入の基礎的検討（２章） 

一般廃棄物処理の有料化は、基本方針を踏まえ、各市町村が策定する一般廃棄物処理

計画に位置づけて行う。有料化と一般廃棄物処理の全体的な施策・事業との関係や、有料

化によってどのような課題に対応し、どのような効果を目指そうとするのかを明らかにして検討を

進めることが有効である。 

 

 

有料化の仕組みづくり（３章） 

一般廃棄物処理に係る現状や課題、目指すべき一般廃棄物処理のあり方を踏まえ、手数

料の料金体系、手数料の料金水準、手数料の使途などを検討し、制度の仕組みを定める。 

また、有料化の目的及び一般廃棄物行政・事業の目的及び目標を実現するために、一般

廃棄物処理の有料化と併せて、その他の廃棄物関連施策も検討し、施策内容を定める。 

 

 

有料化の円滑な導入及び実施（４章） 

一般廃棄物処理の有料化を円滑に導入及び実施するために、有料化の検討段階におけ

る有料化に関する説明会の開催や、市の広報誌などを活用した情報提供など、住民や事業

者への説明を十分に行う。 

 

 

有料化の制度評価と見直し（５章） 

一般廃棄物処理の有料化を導入した後、その目的を達成するために、制度の運用及びそ

の効果について定期的な点検を行う。さらに、定期的な点検を積み重ね、一般廃棄物処理

計画の見直しと併せて、制度の評価、見直しを概ね５年に一度の頻度で行う。 
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図表１－４－１ 有料化の検討及び導入における手順 

 

 
  

➢ 現状の把握及び課題の整理 

➢ 住民意識の把握 

【２－１．現状の把握及び課題の整理】 

➢ 有料化の目的の設定 

➢ 期待する効果の検討 

【２－２．有料化の目的及び期待する効果の設定】 

➢ 手数料の料金体系 

➢ 手数料の料金水準 

➢ 手数料徴収方法 

➢ 手数料の使途 

➢ その他施策の検討 

【３．有料化の仕組みづくり】 

導入の決定 

➢ 住民や事業者との意見交換 

➢ 市町村内の関連部局との調整 

➢ 説明会の開催 

➢ 広報媒体の活用 

➢ 懸念される課題への対応 

【４.有料化の円滑な導入及び実施】 

有料化の実施 

➢ 制度の評価と見直しの基本的な考え方 

➢ 定期的な点検の実施 

➢ 制度の見直し 

【５．有料化の制度評価と見直し】 

基

礎

的
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２．有料化導入の基礎的検討 

２－１．現状の把握及び課題の整理 

有料化の導入について検討を行う際には、一般廃棄物処理に係る現状把握及び課題の整

理を行い、課題解決を含めた一般廃棄物行政の目標を踏まえた上で、こうした有料化の目的

のもとで期待する効果を明確にすることが適切である。なお、有料化の導入後には、実施状況

やその効果についての点検を毎年度行うことが望ましい（５章参照）。 

 

現状の把握 

一般廃棄物処理の現状については、一般廃棄物排出量や資源化、リサイクルの状況、財

政の負担状況、一般廃棄物に関する住民満足度・住民意見等を把握し現状を整理する必

要がある。実際の検討にあたっては、次のような項目について検討を行うことが考えられる。 

 

現状把握に関する項目（例） 

①一般廃棄物排出量 

一般廃棄物の排出量（総量、又は人口１人当た

り） 

最終処分量（総量、又は人口１人当たり） 

②資源化・リサイクルの状況 

直接資源化量 

総資源化量 

リサイクル率 

③一般廃棄物処理に係る財政負

担状況 

年間処理経費（総コスト、単位当たりコスト） 

既に有料化されている一般廃棄物に係る受益者負

担の状況、有料化を検討する場合の受益者負担の

見込み 

④住民意識 
一般廃棄物処理に関する住民満足度 

排出抑制や適正な分別排出についての意識 

 

 

課題の整理 

現状から一般廃棄物処理事業に係る課題を整理した上で、有料化が課題の解決に有用

であるかを検討する必要がある。 

具体的には、一般廃棄物排出量の増加の他、焼却施設の老朽化に伴う今後施設のあり

方の検討や最終処分場等の逼迫への対応、広域的に一般廃棄物処理を行う一部事務組

合等への負担金の増加などの財政負担の増加等の課題に対して、有料化及び有料以外の

施策を含めた総合的な課題解決の方針を検討することとなる。 
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２－２．有料化の目的及び期待する効果 

本手引きにおいては、一般廃棄物処理の有料化の主な目的は、一般廃棄物の排出抑制

や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革などとし、市町村

の一般廃棄物処理事業を循環型社会に向けて転換していくための施策手段として位置づけ

る。 

 

排出抑制や再生利用の推進 

一般廃棄物処理を有料化することにより、費用負担を軽減しようとするインセンティブ（動

機付け）が生まれ、一般廃棄物の排出量の抑制が期待できる。 

廃棄物の排出量の大小は、焼却施設や最終処分場など処理施設の規模や整備時期に

大きな影響を与えるものであり、排出量を抑制することができれば、整備が必要となる施設の

規模は小さく抑えられ、最終処分場の延命化を図ることも可能となる。また、焼却処分量の削

減は、温室効果ガスの排出抑制にも寄与する。 

なお、可燃ごみや不燃ごみと比較して、資源ごみの手数料を低額水準または無料とし、手

数料の料金水準に差を設けることで、分別の促進及び資源回収量の増加が期待される。 

 

 

公平性の確保 

税収のみを財源として実施する一般廃棄物処理事業は、排出量の多い住民と少ない住民

とでサービスに応じた費用負担に明確に差がつかない。また、住民登録地と実際の居住地が異

なる等の理由により、納税していない市町村の一般廃棄物処理サービスを受けるという不公平

も懸念される。排出量に応じて手数料を徴収する有料化を導入することで、より費用負担の

公平性が確保できる。 

また、小規模事業者や少量排出の事業者の場合には、家庭系廃棄物と同様に収集し、処

理費用を徴収していない自治体もあるが、一般家庭から手数料を徴収する際には、公平性の

観点から同時にこれらの事業者からも手数料を徴収する必要がある。 
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住民や事業者の意識改革 

一般廃棄物の排出に手数料を設定していない場合には、廃棄物の排出と費用負担の時

期、及び排出量と負担額が一致していないために、排出抑制の経済的インセンティブ（動機

付け）が弱い。 

有料化の導入によって一般廃棄物の排出機会や排出量に応じて費用負担が発生すること

になり、また市町村が住民や事業者に対する一般廃棄物処理費用等に関する説明の必要性

も増大するため、住民や事業者が処理費用を意識し、廃棄物排出に係る意識改革につなが

ることが期待される。その結果、最終的には、住民にあっては、簡易包装製品や詰替製品など

廃棄物の発生が少ない商品の選択や不用・不急の商品購入の抑制、製品の再使用の促進、

事業者にあっては、分別の徹底、再利用の促進などによる発生抑制効果が期待される。 

 

 

その他の効果 

一般廃棄物の排出抑制や再生利用の促進により焼却処理量や最終処分量が減量される

ことで、収集運搬費用や処理費用の低減が期待される。また、プラスチック資源等の分別によ

るリサイクルの促進やバイオマスプラスチックを使用した指定ごみ袋の利用により、プラスチックの

焼却に由来する二酸化炭素排出量が低減され、脱炭素社会の実現につながることが期待さ

れる。さらに、手数料収入を分別収集及びリサイクルの実施に係る費用や集団回収への助成

などの廃棄物関連施策の財源に充てることで、循環型社会の構築に向けた一般廃棄物に係

る施策の充実が期待できる。 

さらに、有料化を契機に戸別収集の開始、多言語での一般廃棄物分別パンフレットの作成

や、利便性の高い指定袋への見直し（取手付き袋への移行、視覚障がい者への対応）、高

齢者へのごみ出し支援などの住民サービスの充実、廃棄物処理施設の維持・更新などの必要

な施策に対する財源の確保等、持続可能な一般廃棄物処理に向けた検討を進めることのき

っかけとなることが期待される。 
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３．有料化の仕組みづくり 

 

３－１．手数料の料金体系 

手数料の料金体系の設定は、「排出量単純比例型（一般廃棄物の排出量に応じて排出

者が手数料を負担する方式）」が最も簡便で住民に分かりやすい方式であり、この方式を中

心に、必要に応じて、手数料の料金の多段階化や一部の無料化、又は排出量が多量である

者に対する負担増等の工夫をすることが考えられる。 

 

＜家庭系一般廃棄物の場合＞ 

 

手数料の料金体系にはいくつかの方法が考えられ、図表３－１－１に示すように分類される。

各々の手数料の料金体系の特徴や各市町村における普及動向を踏まえると、手数料の料金体

系の設定は、最も単純で分かりやすい「排出量単純比例型」を中心として検討することが考えら

れる。 

「排出量単純比例型」は、廃棄物の排出量に応じて手数料を支払う方式（均一従量制）で

あり、例えば、ごみ袋毎に一定の手数料を負担する場合には、手数料は、ごみ袋一枚当たりの

手数料単価と使用するごみ袋の枚数の積（＝手数料単価×袋枚数）で計算される。手数料

の料金水準が低い場合には排出抑制につながりにくい可能性が懸念されるものの、制度がわかり

やすいとともに、制度の運用に要する費用が比較的低い、という利点を有する。 

この他、必要に応じて、手数料の料金の多段階化や一部の無料化、又は多量に排出する者

に対する負担の重課化等の工夫をすることが可能である。 

 

 

＜事業系一般廃棄物の場合＞ 

 

事業系一般廃棄物の場合、自治体では回収をしておらず、持ち込み一般廃棄物に対して持

ち込み手数料を決めている場合が最も多い。その場合、基本的に持ち込み手数料は排出量単

純比例型で、重量に応じて課金されることになる。 

事業系一般廃棄物も自治体で回収している場合には、家庭系一般廃棄物の場合と同様に、

料金体系を工夫することも可能である。 
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図表 ３－１ー１ 手数料の料金体系 

 料金体系図 ※1
 料金体系の仕組み 利点 欠点 

①
排
出
量
単
純
比
例
型 

 排出量に応じて、排出者が手

数料を負担する方式。単位ごみ

量当たりの料金水準は、排出

量にかかわらず一定である。例

えば、ごみ袋毎に一定の手数料

を負担する場合には、手数料

は、ごみ袋一枚当たりの手数料

単価と使用するごみ袋の枚数の

積となる。（均一従量制） 

制度が単純でわかりや

すい。 

排出者毎の排出量を管

理する必要がなく、制度

の運用に要する費用が

他の料金体系と比べて

安価である。 

料金水準が低い場

合には、排出抑制に

つながらない可能性

がある。 

 

②
排
出
量
多
段
階
比
例
型 

 排出量に応じて排出者が手数

料を負担するもので、かつ、排

出量が一定量を超えた段階で、

単位ごみ量当たりの料金水準が

引き上げられる方式。（累進従

量制） 

排出量が多量である場

合の料金水準を高くす

ることで、特に排出量が

多量である者による排

出抑制が期待できる。 

排出者毎の排出量

を把握するための費

用が必要となるた

め、制度の運用に要

する費用が増す。 

③
一
定
量
無
料
型 

 

 

 

排出量が一定量となるまでは手

数料が無料であり、排出量が一

定量を超えると排出者が排出量

に応じて手数料を負担する方

式。例えば、市町村が、ごみの

排出に必要となるごみ袋やシー

ルについて一定の枚数を無料で

配布し、更に必要となる場合

は、排出者が有料でごみ袋やシ

ールを購入するという仕組みで

ある。 

一定の排出量以上の

みを従量制とすること

で、特にその量までの排

出抑制が期待できる。 

費用負担が無料と

なる一定の排出量

以下の範囲内で排

出量を抑制するイン

センティブ（動機付

け）が働きにくい。

排出者毎の排出量

を把握するための費

用（例えば一定の

排出量まで使用す

るごみ袋の配布のた

めの費用）が必要

になるため、制度の

運用に要する費用

が増す。 

 

 

 

 

 

 

排出量 

負
担
額
・
料
金 

０ 

排出量 

負
担
額
・
料
金 

０ 

排出量 

負
担
額
・
料
金 

０ 
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 料金体系図 ※1 料金体系の仕組み 利点 欠点 

④
負
担
補
助
組
合
せ
型 

 

 

 

排出量が一定量となるまでは手

数料が無料であり、排出量が一

定量を超えると排出者が排出量

に応じて一定の手数料を負担す

る一方、排出量が一定量以下と

なった場合に、市町村が排出抑

制の量に応じて排出者に還元す

る方式（例えば、ごみの排出に必

要となるごみ袋やシールについて

一定の枚数を無料で配布し、更

に必要となる場合は、排出者が有

料でごみ袋やシールを購入する一

方、排出者が使用しなかったごみ

袋やシールについて、排出者が市

町村に買い取らせることができる

方式）。 

一定の排出量以上のみ

を従量制とすることで、

特にその量までの排出

抑制が期待できる。 

排出抑制の量に応じて

排出者へ還元されるた

め、「③一定量無料型」

よりも排出抑制が期待

できる。 

 

排出者毎の排出量

を把握するための費

用（例えば一定の

排出量まで使用す

るごみ袋の配布のた

めの費用）が必要

になるため、制度の

運用に要する費用

が増す。 

 

⑤
定
額
制
従
量
制
併
用
型 

 

 

 

 

一定の排出量までは、手数料が

排出量にかかわらず定額であり、

排出量が一定の排出量を超える

と排出量に応じて一定の手数料を

負担する方式。 

一定の排出量以上のみ

を従量制とすることで、

特にその量までの排出

抑制が期待できる。 

一定の排出量までを定

額制にすることで、一定

額以上の安定した手数

料を徴収できる。 

費用負担が定額と

なる一定の排出量

以下の範囲内で排

出量を削減するイン

センティブ（動機付

け）が働きにくい。 

排出者毎の排出量

を把握するための費

用（例えば一定の

排出量まで使用す

るごみ袋の配布のた

めの費用）や一定

額の手数料の徴収

のための費用が必要

になるため、制度の

運用に要する費用

が増す。 

※１：（出所）落合由起子(1996)『家庭ごみ有料化による減量化への取り組み－全国533都市アンケート

と自治体事例の紹介－』（株）ライフデザイン研究所、pp.13-15 

排出量 

負
担
額
・
料
金 

０ 

排出量 

負
担
額
・
料
金 
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【参考３】採用している料金体系の状況 

 

 

家庭系可燃ごみの有料化を実施している市区町村のうち排出量単純比例型を採用している市区町

村は、約91%を占めている。 

事業系可燃ごみについても同様に約 87％の市区町村が排出量単純比例型を採用しており、ほとん

どの市区町村で、制度が単純かつ安価での運用が可能な排出量単純比例型を採用している状況であ

る。 

 

図表３－１－２ 家庭系・事業系の可燃ごみ有料化における料金徴収方法別の内訳 

（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 

排出量単純比例型, 

91.2%

排出量多段階比例型, 

1.9%

一定量無料型, 

3.5%

負担補助組合せ型, 

0.2%

定額制従量制併用型, 

0.6%
その他, 2.6%

家庭系ごみ（可燃ごみ）の徴収方法

排出量単純比例型, 

86.9%

排出量多段階比例型, 

2.2%

一定量無料型, 

1.0%

負担補助組合せ型, 

0.1%

定額制従量制

併用型, 6.1% その他, 3.8%

事業系ごみ（可燃ごみ）の徴収方法
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３－２．手数料の料金水準 

手数料の料金水準を設定する際は、一般廃棄物の排出抑制及び再生利用の推進への効

果や住民の受容性、周辺市町村における料金水準などを考慮する。 

 

＜家庭系一般廃棄物の場合＞ 

 

一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進への効果 

一般廃棄物の有料化によって排出抑制への効果を得るためには、排出者に対して排出抑

制を促す程度の料金水準とする必要がある。排出抑制への効果は、手数料の料金水準だけ

でなく、排出量の現状や廃棄物の種類、排出抑制に対する排出者の意識、有料化と併せて

行う施策や料金体系の種類などによって異なると考えられるため、排出抑制効果と料金水準

の相関を明示することは困難であるが、これまで有料化を導入している市町村の事例を参考と

することが考えられる。 

また、一般廃棄物の再生利用を推進するためには、排出者による資源ごみの分別を促すこ

とが求められる。そのためには、資源ごみを排出する際に要する手数料を無料若しくは安くする

一方、可燃ごみや不燃ごみを排出する際に要する手数料を資源ごみの場合と比較して高くす

ることで、各々に要する手数料の料金水準に差を設けることが適当である。 

 

 

住民の受容性の考慮 

住民の受容性を無視した手数料の料金水準では、不法投棄や不適正排出を誘発する懸

念もある。そのような観点から有料化の制度を円滑かつ効果的に運営するために、住民の受

容性に配慮することが適切である。 

住民の受容性を考慮した手数料の料金水準となる具体的な金額は、地域差があると考え

られるため一概に言えないが、住民を対象に負担額等に関する調査を実施し、その結果を参

考にして定めること等が考えられる。 

 

 

周辺市町村における手数料の料金水準の考慮 

周辺の市町村の手数料の料金水準を把握し、料金水準に差をつける場合には、その理由

や考え方を整理し、また、均衡を図る場合には、有料化によって期待する効果が損なわれない

か検討することが適切である。こうした検討は、住民に料金水準を説明する観点からも重要で

ある。 
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＜事業系一般廃棄物の場合＞ 

 

処理原価相当の料金徴収 

廃棄物処理法上、市町村は、当該市町村内における事業系を含めた全ての一般廃棄物

の処理について統括的な責任を有するが、事業系一般廃棄物については、排出事業者自ら

の責任において適正に処理することが義務付けられている。 

そのため、市町村において処理する場合でも、廃棄物の処理に係る原価相当の料金を徴

収することが望ましい。 

事業系一般廃棄物の手数料の料金水準の考慮におけるポイントは、廃棄物処理の原価

相当額を正確に把握することであるが、処理原価に含める費用の範囲について、各市町村独

自の考え方で整理されている状況や、処理原価相当額を徴収できていない事例が見られる。 

  この点については、（改訂）一般廃棄物会計基準における生活系・事業系の区分別での

処理原価の算定方法を参考にしつつ、さらに可燃ごみ・資源ごみの内訳別に処理原価を把握

するなどの手法により、処理原価相当額を把握した上で、料金水準を検討することが考えられ

る。 

 

地域における資源化施設等における料金水準の考慮 

事業系一般廃棄物の料金水準の検討においては、より望ましい形での資源化を促進する

観点から、市町村における受入量の縮減を図る方策を検討するとともに、地域における資源化

施設等における受入価格水準等についても考慮の上、最終的な料金水準を決定する点につ

いても留意が必要である。 

また、近隣市町村の料金水準と大きな差がある場合には、自治体間の廃棄物の流入・流

出が懸念されるため、差をつける場合には、それらの対策について検討しておく必要があると考

えられる。 
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【参考４】手数料の料金水準の分布 

  

 

家庭系一般廃棄物の排出量単純比例型における大袋の料金水準に関する調査結果を図表３

－２－１に示す。 

対象は平成22年度から平成30年度に有料化を行った86市町村のうち、公表資料より有料化

情報が把握できた 63 市町村である。 

大袋の料金水準については、30円から50円台の市町村数が最も多いが、北海道及び関東の一

部市町村において大袋1 枚当たり 80 円台の料金水準としている市町村が多く見られる。 

 

図表 ３－２－１ 家庭系一般廃棄物排出量単純比例型における大袋の料金水準（n=63） 

 
  （出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」及び各自治体HP をもとに作成 
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次に家庭系一般廃棄物の排出量単純比例型における手数料の料金水準に関する分布の調査

結果を図表３－２－２に示す。 

全体として、大袋容量は平均 46L、1 枚当たりの単価は 48 円、1L 当たりの平均単価は 1.11

円となっている。また分布としては大袋容量 45L、1 枚当たり単価 15 円～40 円の間に集中してい

る傾向となっている。 

 

図表 ３－２－２ 家庭系一般廃棄物排出量単純比例型における料金水準分布（n=63） 

 
（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」及び各自治体HP をもとに作成 

 

また、各都道府県別の家庭系一般廃棄物の排出量単純比例型における手数料の料金水準の調

査結果を図表３－２－３に示す。 

 

図表 ３－２－３ 家庭系一般廃棄物排出量単純比例型における都道府県別料金水準 

             (平成22 年度から平成30 年度に有料化を行った市町村が対象) 

都道府県 

新規導入 

市町村数 平均 / L 当たり単価 

北海道 8 1.82 

東北 9 1.03 

関東 14 1.50 

中部 12 0.91 

近畿 8 0.84 

中国 4 0.73 

四国 2 0.41 

九州・沖縄 6 0.62 

全国 63 1.11 

（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 
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【参考５】有料化の対象品目 
 

家庭系一般廃棄物の有料化対象品目の調査結果を図表３－２－４に示す。可燃ごみ及び不燃ご

み、粗大ごみを有料化している市区町村が多いが、資源ごみについては可燃ごみ等と差を設けることに

より資源化を推進するといった側面もあり、有料化を実施していない市区町村が多い。 

 

図表 ３－２－４ 家庭系一般廃棄物の有料化状況（品目別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 

 

次に、事業系一般廃棄物の有料化対象品目の調査結果を図表３－２－５に示す。家庭系と同様

に可燃ごみ及び不燃ごみ、粗大ごみを有料化している市区町村が多いが、資源ごみについては可燃ご

み等と差を設けることにより資源化を推進するといった側面もあり、有料化を実施していない市区町村も

見られる。なお、事業系一般廃棄物については、排出事業者自らの責任において適正に処理することが

義務付けられていることから、家庭系一般廃棄物と比較して全体として各品目の有料化を実施している

割合が高い。 

 

図表 ３－２－５ 事業系一般廃棄物の有料化状況（品目別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 
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【参考６】手数料の料金水準と排出抑制効果 
 

平成 17 年度～19 年度に家庭系一般廃棄物の有料化を実施した自治体のうち、可燃ごみを対象

に袋による単純比例制を導入している自治体 54 件を対象に、可燃ごみの有料化前年と有料化実施

２年後（有料化３年目）の、年間の一人当たり可燃ごみ収集量を示した結果を図３－２－６に示

す。54 件中 47 件で一人当たりの収集量が減少しており、54 件の平均値は、有料化実施前が 0.20

ｔ/人であるのに対して、有料化３年目は 0.16ｔ/人であった。 
 

図３－２－６ 家庭系可燃ごみの有料化前後の一人当たり可燃ごみ収集量変化（ｎ＝54） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、平成22 年度～平成30 年度に家庭系一般廃棄物の有料化を実施した自治体のうち、可燃

ごみを対象に単純比例制を導入している自治体63件を対象に、平成30年度の一人当たり可燃ごみ

収集量（g/人日）を 1L 当たりのごみ処理手数料単価別に示した結果を図表３－２－７に示す。

一人当たりごみ搬入量について、1L当たり2円以上の料金水準を設定している場合には他の場合と比

較して 1 割以上ごみ搬入量が少ない状況にあり、一定以上のごみ処理手数料水準にある場合、ごみ

排出量も少なくなると考えられる。 
 

図表 ３－２－７ 家庭系可燃ごみの一人1 日当たりごみ搬入量（n=63） 

（１L 当たりごみ処理手数料単価別）

 
（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 
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同上の市町村について、可燃ごみを排出する際の手数料の料金水準とごみ削減量（平成 22 年度

から平成 30 年度）との関係を図表３－２－８に示す。削減量及び削減割合から、料金水準が高く

なるほど、排出抑制効果も高くなる傾向が見られ、低い料金設定の場合には排出抑制効果がほとんど

見られなかった。 
 

図表 ３－２－８ 可燃ごみの料金水準と一人1 日当たりごみ搬入削減量（n=63）

 

（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 

次に、家庭系一般廃棄物の有料化を導入している市町村について、可燃ごみを排出する際の手数

料の料金水準とリサイクル率※との関係を図表３－２－９に示す(平成 22 年度～平成 30 年度に

家庭系一般廃棄物の有料化を実施した 63 の市町村を対象としている)。 

再生利用の推進を意図して、資源ごみの手数料水準を可燃ごみより低く設定する場合には、分別意

識の高まりにより資源ごみが適切に分別されるケースが多いため、可燃ごみの料金水準とリサイクル率の

関係を整理したものである。 

リサイクル率について、1L当たり2円以上の料金水準を設定している場合には他の場合と比較して1

割以上リサイクル率が高い状況にあり、可燃ごみについて一定以上のごみ処理手数料水準にある場

合、分別の意識が高まることによりリサイクル率が高くなっていると考えられる。 
 

図表 ３－２－９ 可燃ごみの料金水準とリサイクル率（n=63） 

 
（出所）環境省「平成30 年度一般廃棄物処理実態調査」をもとに作成 

 

※ リサイクル率（％）＝
直接資源化量＋中間処理後再生利用料＋集団回収量 

ごみの総処理量＋集団回収量
× 100 
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【参考７】一般廃棄物の処理に要する費用に対する手数料の料金水準の把握 

 

手数料の料金水準を設定するにあたっては、排出者の理解を得るために、一般廃棄物の処理に要す

る処理原価を算定し、徴収する手数料が一般廃棄物の処理原価のうちどの程度の割合となるか把握

することが推奨される。この際、環境省が策定する(改訂)一般廃棄物会計基準に基づいて算定するこ

とで、客観的に費用を把握することができる。 

 

図表 ３－２－１０ 

 (改訂)一般廃棄物会計基準に基づいた費用及び単位一般廃棄物量当たりの処理原価 

 

費用種別 部門 費目（大項目） 費用 

経

常

費

用 

処理 

原価 

収集運搬部門 人件費/物件費等/移転費用 A 円 

中間処理部門 人件費/物件費等/移転費用 B 円 

最終処分部門 人件費/物件費等/移転費用 C 円 

管理 

費用 
管理部門 

人件費/物件費等/移転費用/そ

の他管理費用 
D 円 

 

① 一般廃棄物処理原価の合計金額 （A+B+C）円＝E 円 

② 一般廃棄物の処理量 F kg 

③ 一般廃棄物１kg 当たりの処理原価（円/kg）①/② （E／F）円/kg 

④ ごみ袋１袋当たり処理原価（円/袋） 5 kg/袋×（E／F）円/kg 

（注）④は、ごみ袋１袋当たりのごみ量5kg と想定して算出 
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また、(改訂)一般廃棄物会計基準では、一般廃棄物の処理原価を生活系、事業系に分けて把

握することとされている。生活系・事業系別に処理原価の状況を把握した上で、特に事業系一般廃

棄物については処理原価に見合う手数料水準となっているかの観点からの検討を行うことも、有料化

の実施や料金水準の見直しに際しては効果的である。 

なお、有料化水準の決定に際しては、生活系・事業系をさらに品目別に区分することで、より詳細

な手数料水準の検討が可能である。 

 

図表 ３－２－１１ (改訂)一般廃棄物会計基準に基づく原価計算書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　【処理原価】

生活系 事業系 小計 生活系 事業系 小計 生活系 事業系 小計
１． 人件費

(１) 職員給与費（一般職）
(２) 職員給与費（技能職）
(３) 退職手当引当金繰入額
(４) その他

小　　計
２． 物件費等

(１) 処理費
(２) 委託費
(３) 減価償却費
(４) その他

小　　計
３． 移転費用

(１) 組合分担金等（処理及び維持管理費）
(２) その他

小　　計

構　成　比　率　（％）
処 理 原 価 合 計

至　令和○○年３月３１日

総額
収集運搬 中間処理（焼却・資源化） 最終処分（埋め立て）

一般廃棄物の処理に関する事業に係る原価計算書
自　令和○○年４月 １ 日



 

 26 

３－３．手数料の徴収方法 

手数料の徴収方法には、家庭系一般廃棄物の場合、手数料を上乗せした市町村の指定

ごみ袋、ごみ袋に添付するシールの販売などが標準的である。一方、事業系一般廃棄物

の場合は、持ち込み時に重量を計測し、それに応じて徴収する方法が標準的である。 

徴収方法は手数料の料金体系及び利点などを考慮して定めることが考えられる。 

 

＜家庭系一般廃棄物の場合＞ 

 

これまでの事例をみると、料金体系を排出量単純比例型や排出量多段階比例型とする場合

には、市町村の指定ごみ袋を用いる方法が多く、また、指定ごみ袋とシールを併用する場合には、

粗大ごみ等の指定ごみ袋に入らないものに対してシールを用いる場合が多い。 

市町村の指定ごみ袋を用いる場合及びシールを用いる場合の特徴を【参考８】に示す。 

 

＜事業系一般廃棄物の場合＞ 

 

 事業系一般廃棄物の場合、持ち込み時に重量を計測し、それに応じて徴収する方法が最も

採用されている。 

図表 ３－３―１ 手数料の媒体の特徴比較 

 指定ごみ袋 シール 

取扱い

やすさ 

・収集する際に、排出されている一般廃

棄物の量を確認することが容易である。 

・まとまると重くなり、かさばるために取扱い

にくくなる。 

 

・ごみ袋に入らない大きさや形の廃棄物を排出

する場合にも使用することができる。 

・収集する際に、排出されている一般廃棄物の

量を確認することが比較的困難である。 

・小さいために取扱いは容易である一方、紛失

しやすいものと考えられる。 

必要な 

対応 

・ごみの種類毎に手数料の料金水準を

変える場合には、排出及び収集する際に

容易に確認できるように、ごみ袋の表示

や色などについて工夫が必要である。 

・なお、排出抑制効果を得るためには、

複数の大きさのごみ袋を用意し、より容

量の小さいごみ袋に移行するインセンティ

ブを付与することが重要である。 

・さらに、「プラスチック資源循環戦略」に

沿って、指定ごみ袋の作製に当たり、バイ

オマスプラスチックの使用を検討することが

望まれる。 

・ごみの種類毎に手数料の料金水準を変える

場合には、排出及び収集する際に容易に確認

できるように、シールの表示や色などについて工

夫が必要となる。 

・なお、排出抑制効果を得るためには、複数の

大きさに対応したシールを用意し、より容量の

小さいごみ袋に移行するインセンティブを付与す

ることが重要である。 

市場へ

の影響 

・既存のごみ袋の市場への影響について

考慮する必要がある。 

・既存の市場への影響は少ないと考えられる。 

レ ジ 袋

の扱い 

・レジ袋をごみ袋として活用できないた

め、レジ袋で排出することを防止するなど

取扱いを検討する必要がある。 

・レジ袋をごみ袋として利用することも可能な場

合がある。 
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 指定ごみ袋 シール 

主な 

採用 

実績 

 

・ 排出量単純比例型 

・ 排出量多段階比例型 

・ 一定量無料型 

・ 負担補助組合せ型 

・ 一定量無料型 

・ 負担補助組合せ型 

（出所）財団法人東京市町村自治会編（2002）『家庭ごみ有料化導入ガイド』日報出版を基に一

部追記し作成 

 

【参考８】徴収方法の採用実績 

 

全国で家庭系一般廃棄物のうち可燃ごみ処理の有料化を導入している自治体のうち、531 の市

町村が手数料を上乗せして市町村指定ごみ袋を販売する方式を採用している。 

なお、指定ごみ袋とシールの併用は、通常は指定ごみ袋を利用し、指定ごみ袋に入らない大きさや

形を有する一般廃棄物の排出の場合にはシール利用としている場合である。 

この他に、シール、直接持ち込み、その他の徴収方法があり、複数組み合わせて採用されている場

合もある。 

また、全国で事業系一般廃棄物のうち可燃ごみ処理の有料化を導入している市町村のうち、628

の市町村が直接持ち込み時に料金徴収する方法を採用しており、その約半数が「排出量単純比例

型」である。 

 

図表 ３－３－２ 家庭系可燃ごみ徴収手数料の料金体系及び徴収方法毎の採用市町村数 

 

（単位：市町村数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徴収方法 

 

手数料体系 

指定ごみ袋 

（うち指定ごみ袋と 

シールの併用） 

シール 
直接持ち

込み 
その他 

排出量単純比例型 474 （31） 11 210 22 

定額型 14     （0） 2 4 7 

多段階比例型 7 （2） 0 11 1 

一定量無料型 8 （1） 5 41 2 

負担補助組合せ型 0 （0） 0 1 0 

定額制従量制併用型 6 （1） 2 20 4 

その他 22 （0） 2 37 11 

総計 531 （35） 22 324 47 
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図表 ３－３－３ 事業系可燃ごみ徴収手数料の料金体系及び徴収方法毎の採用市町村数 

 

（単位：市町村数） 

 

（出所）環境省「廃棄物・リサイクル分野における３Ｒ・低炭素化の推進に係わるアンケート調

査」（平成23 年度実施） 

徴収方法 

 

手数料体系 

指定ごみ袋 

（うち指定ごみ袋と 

シールの併用） 

シール 
直接持ち

込み 
その他 

排出量単純比例型 162 （13） 6 347 2 

定額型 3     （0） 0 21 1 

多段階比例型 5 （0） 2 40 1 

一定量無料型 1 （0） 0 19 0 

負担補助組合せ型 0 （0） 0 0 0 

定額制従量制併用型 1 （0） 2 72 1 

その他 10 （0） 2 169 2 

総計 182 （13） 12 628 7 

 

【参考９】指定ごみ袋又はシールの販売業者との契約方法 

 

手数料の徴収方法として市町村の指定ごみ袋又はシールを手数料に上乗せして販売する方式を

採用した場合、指定ごみ袋又はシールの販売業者との契約方法としては、以下のようなものが考えら

れる。 

「①入札方式」、「②外郭団体入札方式」は、入札によって、袋の供給メーカーを特定し、市町村

の指定ごみ袋に手数料を上乗せして、一律の売価で袋を販売する方式である。①は、市町村が直

接、入札を実施する方式であり、②は市町村の委託した外郭団体が入札を実施する方式である。 

また、③～⑤は、複数のメーカー、問屋による指定ごみ袋の販売ルートを維持し、売価が小売店ご

とに異なることを認める方式である。 

「③シール方式」は、小売店がシールを売価に手数料を上乗せして販売し、上乗せされたごみ処理

手数料分を、市町村が小売店から徴収する方法である。 

「④販売店申込方式」は、市町村が小売店に対して、指定袋を販売する際には手数料を上乗せし

て販売することを指示しておき、小売店は、指定袋の販売実績とそれに応じて徴収した手数料を市町

村に申告する方式である。 

「⑤管理票貼付方式」は管理票を指定袋の外袋に小売店が貼り付けて販売し、管理票に応じて

ごみ処理手数料を徴収する方法である。 
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図表 ３－３-４ 指定ごみ袋又はシールの販売業者との契約方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ①〈入札方式〉 

◎ メリット 

・売価を統一することがで

きる。 

●留意事項 

・複数の入札機会を設け

ても大手商社 1 社が落札

する可能性が高い。 

・問屋の指定袋に関する

仕事がなくなる。 

メーカー 

自治体 
保管配送
業者 

一般入札 

一般入札 

小売店 1 

小売店 2 

小売店 XX 

・
・
・
・
・
・ 

ごみ処理手数料 

データ 

 

（凡例） 

    ごみ袋の流れ 

    シールの流れ 

市民 
(袋にシール貼付) 

メーカー1 

自治体 

シール保管
配送業者 

小売店 1 

小売店 2 

小売店 XX 

・
・
・
・
・
・ 

③〈シール方式〉 

ごみ処理手数料 

メーカーX 

問屋 1 

問屋 2 メーカー2 

 ・
・
・ 

問屋 X 

・
・
・
・ 

データ 

◎ メリット 

・現在の流通ルートを維

持できる。 

●留意事項 

・袋代と別途シール代が

かかるため、同じ手数料

の場合、袋方式よりも売

価が高くなる。 

 ②〈外郭団体入札方式〉 

メーカー1 

自治体 
外郭 
団体 
等 

競争入札 

小売店 1 

小売店 2 

小売店 XX 

・
・
・
・
・
・ ごみ処理手数料 

メーカーX 

競争入札 

競争入札 

業務委託 

問屋 

問屋 

・・・・ 
◎ メリット 

・売価を統一することができ

る。 

●留意事項 

・問屋の指定袋に関する仕

事がなくなる可能性がある。 

・住民が納得できる外郭団

体を活用する理由が必要。 

 

保管 
配送 
業者 
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（出所）福岡県福岡市資料を基に作成 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

メーカー1 

小売店 1 

小売店 2 

小売店 XX 

・
・
・
・
・
・ 

⑤〈管理表貼付方式〉 

メーカーX 

問屋 1 

問屋 2 メーカー2 

 ・
・
・ 

問屋 X 

・
・
・
・ 

外
袋
に
管
理
票
貼
付 

自治体 

ごみ処理手数料 

管理票保管配送 
業者 

データ 

（管理票配送） 

◎ メリット 

・現在の流通ルートを

維持できる。 

●留意事項 

・小売業の作業量が膨

大になる。 

（凡例） 

    ごみ袋の流れ 

    管理票の流れ 

 

メーカー1 

自治体 

小売店 1 

小売店 2 

小売店 XX 

・
・
・
・
・
・ 

④〈販売店申告方式〉 

ごみ処理手数料 

メーカーX 

問屋 1 

問屋 2 メーカー2 

 ・
・
・ 

問屋 X 

・
・
・
・ 

データ 
 

 

データ 

データ 

◎ メリット 

・現在の流通ルートを

維持できる。 

●留意事項 

・販売量の過少申告の

危険性がある。 
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３－４．手数料収入の使途 

一般廃棄物処理の有料化により徴収された手数料について、有料化の運用に必要な経費

の他、適切な使途を定め、透明化することが求められる。なお、一般廃棄物の排出抑制や

再生利用の推進に資する使途を定めることで、有料化の制度への理解を深め、排出抑制へ

の住民や事業者の意識を高めることが期待できる。 

 

一般廃棄物処理の有料化により徴収された手数料の使途は次のようなものが考えられる。 

図表 ３－４－１ 手数料収入の使途の例 

有料化の運用に必要な経費 指定ごみ袋やシールの作製費 

排出抑制の推進に資するもの 排出抑制の推進の助成・啓発活動費 

再生利用の推進に資するもの 

資源ごみの回収及び選別に要する費用 

リサイクル施設の施設整備に要する費用 

資源ごみの集団回収への助成 

住民意識の改革に資するもの 
発生抑制及び再使用の推進のための助成・啓発

活動費 

その他 
一般廃棄物処理施設の整備費、戸別収集の導

入費の他、一般廃棄物の処理に要する費用 

 

なお、一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進に資する使途を定めることで、有料化の制

度への理解を深め、排出抑制への住民の意識を高めることが期待できる。 

また、手数料収入を特定財源として管理する、又は基金として積み立て、資源ごみの集団回収

に対する助成やごみ収集ステーションの整備費用などに充当する例も見られる。 
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３－５．他施策との併用 

一般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進を図るため、一般廃棄物処理の有料化と併せ、

分別収集区分の見直しや資源ごみの集団回収への助成、排出抑制や再使用の促進など、

他施策の実施について検討を行う。 

 

＜３Ｒに関連した他施策の取り組みの例＞ 

項目 施策 内容 

Reduce 

（リデュース） 

➢ 減量化指導 

 

• 事業者と連携した減量化施策 

• 食品ロス削減の指導 

• 廃棄物減量に向けた説明会 

• 家庭用生ごみ処理機助成 

Reuse 

（リユース） 

➢ 再利用の促進 • 再利用促進の情報提供 

• 再利用拠点の提供 

• エコリサイクル推進事業所認定

制度の導入 

Recycle 

（リサイクル） 

➢ 分別収集区分の見直し 

➢ 資源ごみ集団回収への助成 

➢ 収集体制の変更 

➢ 再資源化ルートの開拓 

 

• 環境に配慮した分別収集区分

の見直し 

• 集団回収の強化 

• 戸別収集への移行 

• 収集頻度の見直し 

 

減量化指導 

事業系の一般廃棄物に有料化を導入する場合や、手数料水準を引き上げる場合には、

多量に排出する事業者の排出実態の把握や、具体的な減量指導を行うことが考えられる。ま

た、それら事業者に減量計画を提出させることも考えられる。これらの施策を導入することで、

事業者の意識改革や経済的負担軽減が期待できる。 

また家庭系の一般廃棄物に有料化を導入する場合においても、食品ロス削減のための指

導や一般廃棄物減量のための説明会など、一般廃棄物の減量に対するインセンティブが働い

ている状況での指導は排出抑制に対して相乗効果が期待できる。 

最近では、小中学校への出前授業の実施、学校給食の業務用生ごみ処理機やダンボール

コンポストを用いた堆肥化の実施、家庭用生ごみ処理機の助成など、一般廃棄物の減量に

対する教育や取組が行われている。 
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再利用の促進 

再利用の促進を図るための施策としては、バザーやフリーマーケットの開催支援、広報誌や

市の掲示板等を利用した中古品譲渡の斡旋、リサイクルショップの情報提供などがある。 

有料化に併せて再利用の促進を図るための施策を導入することで、一般廃棄物の排出抑

制の更なる推進が期待できる。 

３Ｒに取り組む事業所に対するエコリサイクル推進事業所認定制度の導入や、陶磁器、お

もちゃなどのリユース市の開催など、各種取組が行われている。 

 

分別収集区分の見直し 

分別収集区分の見直しは主として適正な再生利用を促進するための施策であるが、一般

廃棄物処理の有料化に伴って行うことで、循環型社会の形成に向けた取組に関する住民の

意識改革を図り、分別精度を向上させることが期待できる。その結果、分別収集による再生利

用を促進するとともに、排出抑制への更なる効果を得ることが望まれる。 

また、併せて「プラスチック資源循環戦略」に沿って、プラスチック資源の分別回収・リサイクル

を促進し、環境に配慮した分別収集区分の見直しを検討することが期待される。 

さらに、資源ごみの料金水準を他の一般廃棄物と比べて低く設定することで、住民の分別

排出へのインセンティブ（動機付け）を高めることができる。 

生ごみ、容器包装プラスチック、資源物、小型家電回収事業の実施や、リサイクルステーショ

ンの設置、使用済みインクカートリッジの回収事業など、各種取組がなされている。 

 

資源ごみの集団回収への助成 

資源ごみの集団回収は、自治会、婦人会、ＰＴＡ、老人会、子ども会その他地域団体が

中心となって、地域の家庭から排出される古紙などの資源ごみを集め、この再生利用を進めて

いく活動である。集団回収は、団体が資源ごみの管理を行うことで分別が徹底される他、地域

の自主的な回収であるため、地域における再生利用に対する意識を高める効果が期待できる。

また、有料化に併せて集団回収への助成を行うことで、集団回収の活性化を促すことができ、

一般廃棄物の排出抑制及び再生利用の更なる推進が期待できる。 
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収集体制の変更 

一般廃棄物処理の有料化により、違う分別区分の廃棄物が混入するなどの不適正排出の

増加が懸念される。一般廃棄物の収集方法を戸別収集とすることで、ステーション収集の場合

よりも排出者が明確になるために排出マナーが改善され、不適正排出の防止の他、排出抑制

や再生利用に対する住民意識の向上が期待される。 

戸別収集の利点としては、この他に、一般廃棄物の排出場所までの距離が短くなるために、

一般廃棄物の排出場所までの運搬に要する排出者の負担が軽減されることなどがある。最近

では、一般廃棄物処理の有用化と併用している自治体も見られる。 

また、分別収集区分の見直しや戸別収集の実施などに併せて、収集頻度の再検討も必要

となる。資源ごみなど再生利用をするものの収集量を増やすために、収集頻度を増加させるこ

とも考えられる。一方、排出抑制を促進するため、可燃ごみや不燃ごみなどの収集頻度を減ら

すことも考えられる。 

なお、戸別収集の実施により収集運搬に要する費用の増加が懸念されるが、収集の経路

や頻度を再検討することにより、費用の増加が軽減できる可能性もある。 

 

再資源化ルートの開拓 

資源回収を促進するには、集団回収や資源ごみ分別回収などの資源回収のルートを構築

し回収される資源の分別精度を高めるとともに、回収した資源の再資源化ルートを開拓する

必要がある。また、再資源化ルートが確立し、住民が分別した資源が高い歩留まりで再資源

化されているという情報を住民に公開することにより、分別への取組みが役立っていることが明

確になるため、住民の分別意欲は維持、増進される。 

 

持続可能な一般廃棄物処理のための他施策 

有料化を機に戸別収集を開始したり、戸別収集対象品目の拡大を図ったりするほか、高齢

者へのごみ出し支援、利便性の高い指定袋への見直し(取手付き袋への移行、視覚障がい

者への対応)、多言語での啓発パンフレット等の作成など、持続可能な一般廃棄物処理のた

めの施策をあわせて展開することも、住民の理解を得るためには効果的である。 
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４．有料化の円滑な導入及び実施 

 

４－１．円滑な導入に向けた関係者との連携 

一般廃棄物処理の有料化を円滑に導入及び実施するために、有料化の検討段階において

住民との意見交換などを行い、その結果を有料化の仕組みに反映させることが必要である。 

 

住民や事業者との意見交換 

有料化の実施及び仕組み等について検討する際には、住民や事業者の意見を反映させる

機会を確保することで、有料化の導入及び制度に対する住民や事業者の理解や協力を得や

すくなることが期待される。有料化の検討など、早い段階から住民や事業者への情報提供を行

うことが重要である。 

住民や事業者との意見交換や意見聴取を行う具体的な方法としては、検討会や意見交

換会、公聴会の開催、審議会等への住民代表者の委嘱、パブリックコメントの実施等が想定

される。 

 

市町村内関係部局との調整 

一般廃棄物の有料化を行う際は、得られる手数料収入の使途等について財務担当部局

等との調整を行う他、一般廃棄物処理の有料化の仕組みが、分別区分等の変更、事業系

一般廃棄物の有料化、低所得者層の優遇措置などに及ぶ場合、廃棄物担当以外の関係担

当部局（商工部局、社会福祉部局など）との調整が必要となる。そのため、有料化の導入

検討の早い段階から、庁内連絡会を随時開催するような体制を構築しておくことが望まれる。 

 

周辺市町村との協議 

有料化の実施に際しては、手数料水準の低い周辺市町村への不適正排出の発生や、周

辺地域一帯における不法投棄の増加の可能性が懸念される。 

有料化の検討段階において、周辺市町村において料金体系や手数料の料金水準の設定

についての担当者間での打ち合わせなど、協議を行うことも望ましい。 

また、問題が顕在化した場合の対応方針（例えば、可燃ごみなどの不法投棄ごみの回収

については、有料化を実施している市町村の責任により収集するなど）について協議を行うこと

も推奨される。 
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４－２．円滑な実施に向けた関係者との連携 

一般廃棄物処理の有料化を円滑に実施するため、有料化に関する説明会の開催や、市の

広報誌などを活用した情報提供など、住民や事業者への周知徹底を図ることで、住民や事

業者の理解を深め、有料化及び廃棄物行政に対する協力を得ることが期待される。 

 

一般廃棄物処理の有料化を円滑に行うためには、有料化の目的や仕組みなどに対する住民

や事業者の理解及び協力が不可欠である。 

さらに、有料化による効果を維持させるためには、有料化の制度の内容や、廃棄物行政全般

等について継続的に情報提供を行うことが必要である。 

 

説明会の開催 

有料化に対する住民や事業者の理解や協力を得るには、住民や事業者に対する説明会を

開催し、有料化の目的や仕組みなどについて分かりやすく説明を行うことが考えられる。説明会

では、有料化の目的や仕組みの説明とともに、住民に対しては、簡易包装商品やばら売り商

品の購入、生ごみの水切りなどの発生抑制の具体的方策、事業者に対しては、実態把握の

重要性、減量化方策、別途引渡しが可能な再資源化事業者などについて説明することが必

要である。 

また、不法投棄対策など有料化の導入によって懸念される課題への対応方法などについて

も説明することが必要である。住民や事業者に対する説明会の開催にあたっては、より多くの

住民や事業者が参加できるよう、開催曜日や時間、開催規模、外国籍の方への対応等に留

意することが適当である。 

 

広報媒体の活用 

説明会の実施には開催回数や参加人数などの限界があり、また、参加を希望しない住民や

事業者もいるため、説明会だけでは全ての住民や事業者に有料化を周知することは困難であ

る。 

そのため、テレビや新聞、雑誌などのマスメディアや、市の広報紙、動画などを積極的に活用

し、有料化の目的や意義、内容、手数料の使途などを多くの住民や事業者に周知することが

必要である。お祭りやイベントなどにおいて広報を行う方法も考えられる。また、有料化に関す

る情報だけでなく、分別方法や排出方法・分別種類毎の収集カレンダーなど、住民や事業者

がどのような対応をする必要があるのかを明確に示すことが効果的である。 

さらに、有料化による効果を維持させるためには、有料化の導入時だけでなく、有料化導入

後も排出抑制や再生利用の状況など、有料化による効果等に関する情報を提供することで、

継続的に意識啓発を促すことが必要である。 
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【参考１０】住民との意見交換でよくある質問 

 

住民に対する説明会では、住民から様々な質問や意見が出る。そうした質問のうち、よくある質問

について考え方を整理しておくことで、情報提供をより効果的に行うことが期待できる。 

 

よくある質問（例） 

 

【税金の二重取りに関連して】 

Ｑ これまで、ごみ処理は税金で賄ってきたのだからその中でやるべきである。税金が下がらないの

であれば、税金の二重取りではないか。 

 

【有料化の法的根拠に関して】 

Ｑ 市町村がごみの収集・処理に手数料をとる法的根拠はあるのか。 

 

【有料化の必要性に関して】 

Ｑ 有料化の目的は廃棄物の減量化であるが、既に廃棄物は減量傾向にあるのに、有料化

を導入する必要があるのか。 

 

【高齢者世帯等への対策に関連して】 

Ｑ 高齢者世帯や、支援が必要な世帯などへの配慮が必要なのではないか。 

 

【不適正排出に関連して】 

Ｑ 有料化をしたら不適正排出が多くなり、ごみが街に散乱するのではないか。 
 

 

 

【参考１１】事例：説明会の開催 

 

これまで有料化を行ったある市町村では、2～3 ヶ月程度の集中した期間内の、平日の夕方や土

日などに自治会単位等で説明会を実施し、人口比で 10～20％、世帯比で 40％程度の住民の

参加があった。 

また、説明会の開催方法とごみ減量率について分析した調査では、自治会単位で直接住民を対

象に説明会を実施した場合、自治会長等の代表者に対してのみ説明会を実施した場合に比べて、

高い発生抑制効果を得られたとの報告がある（出所：大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議

『ごみ有料制に関する調査・研究報告書』2000 年 3 月）。 
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【参考１２】事例：広報媒体の活用 

 

住民への周知方法には様々な手段が想定され、テレビや新聞、雑誌などのマスメディアや、市の

広報紙などの広報媒体のほか、市長や担当者の街頭での演説や収集所への掲示等がある。また、

情報の内容として、有料化の制度の内容に加え、分別方法や排出方法・分別種類毎の収集カレン

ダーなど、住民がどのような対応をする必要があるのかを明確に示すことが効果的である。併せて、一

般廃棄物の排出量を定期的に示すことも望ましい。 

 

図表 ４－２－１ 広告媒体の活用例 

＜広報媒体・周知方法＞ 

・ テレビ、新聞、ラジオ等での情報発信 

・ 市の広報誌への定期的な掲載 

・ 電車、バス等の車内広告の利用 

・ 街頭での演説・説明 

・ 収集所への掲示 

・ 回覧板の利用 

・ 冊子等の全戸配布 

・ 祭りやイベントなどの実施 

 

＜情報の内容＞ 

・ 有料化の制度の内容 

・ 収集日 

・ 分別区分 

・ 一般廃棄物の排出量 

（出所）環境省「自治体のごみ処理有料化施策に関するアンケート調査」（平成 18 年 10 月実

施）及びヒアリング調査より作成 
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４－３．懸念される課題への対応 

一般廃棄物処理の有料化を円滑に実施するため、不適正排出や不法投棄、排出抑制効

果の減少など有料化の導入に伴い懸念される課題について整理を行い、必要な事前対策

を行うとともに、事後対策の検討もしておくことが求められる。 

 

不適正排出への対応 

有料化の導入に伴い懸念される課題として、まず、指定袋以外での排出など手数料が払わ

れずに一般廃棄物が排出されることが挙げられる。また、分別区分により手数料の料金水準が

異なる場合は、料金水準の低い分別区分の一般廃棄物に、他の区分の一般廃棄物が混入

して排出されることも考えられる。有料化の導入と同時に分別区分の見直しを行った場合には、

情報不足などにより分別区分に従わない排出が増加することも想定される。 

このような不適正排出を防止するためには、図表４－３－１に示すような対策を行うことが

考えられる。 

 

図表 ４－３－１ 不適正排出の発生防止に効果的と考えられる対策の例 

対策 効果 

ごみ袋や

シ ー ルへ

の対策 

分別区分別に色分けされたご

み袋やシールの使用 

一目でどの区分のものか分かるよう、色分けした袋とする。 

半透明袋の使用 ごみ袋の中身が見えるようにすることで、他区分のごみの

混入が確認できる。 

記名式ごみ袋やシールの導入 ごみ袋やシールを記名式にして、排出者を特定しやすく

し、ごみの排出に関する意識向上を図る。 

収集方法

に関する

対策 

指導員の設置 ごみの収集場所に指導員を配置し、ごみの排出に関する

指導を行う。 

戸別収集の実施 各家庭の前にごみを排出することで、排出者を特定しや

すくし、ごみの排出に関する意識向上を図る。 

広報 各家庭に配布する冊子や広

報、マスメディア等を活用した

制度の周知 

各家庭へ配布する冊子や広報、マスメディア等を活用し

て、有料化やごみの分別区分等に関する情報の周知を

行う。なお、周知を継続的に行うことで、効果を高めること

が期待できる。 

＜周知を行う内容の例＞ 

有料化の意義や目的 

ごみの排出方法 

廃棄物の種類別の分別区分 

ごみの収集を行う日を示したカレンダー 

（出所）環境省「自治体のごみ処理有料化施策に関するアンケート調査」（平成18年10月実施） 
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不法投棄への対応 

ごみ袋やシールなどの手数料を支払わずに、一般廃棄物が空き地や道端へ不法投棄され

ることも、一般廃棄物処理の有料化に伴う懸念事項の一つとして挙げられる。山谷（2005）

のアンケート調査によると、有料化の導入により不法投棄される一般廃棄物の量が増加しなか

った（「ほとんど増加しなかった」又は「減少した」）と回答した市区の割合が 47％であった一

方、増加した（「多少増加した」又は「かなり増加した」）と回答した市区の割合は 36％とな

っており、一部の市区において不法投棄が増加する傾向が見られている。 

 

図表 ４－３－２ 一般廃棄物処理の有料化と不法投棄及び不法投棄についての苦情等の

変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）全国735 市区（全市及び東京23 区）を対象に 2005 年2 月に実施したアンケート、回収数

は 607 件 

（出所）山谷修作「最新・家庭ごみ有料化事情」『月刊廃棄物』2005 年10 月 

 

山川（2004）は、米国ＥＰＡの「不法投棄防止ガイドブック」に示されている分類にした

がって、不法投棄の防止策を図表４－３－３のように整理するとともに、全国の全市及び特

別区を対象とした調査から得られた不法投棄対策事例をとりまとめている。以下に、各対策の

概要を示す。 

家庭ごみ有料化による不法投棄の変化について

多少増加

した, 64,

(30%)

減少した,
2, (1%)

その他,

36, (17%)

ほとんど

増加しな

かった,

100, (46%)

かなり増

加した, 14,

(6%)

家庭ごみ有料化後の不法投棄についての苦情や

通報の変化について

かなり増

加した, 16,
(7%)

多少増加

した, 78,

(36%)

減少した,
1, (0%)

その他,

27, (13%)

ほとんど
増加しな

かった, 92,

(43%)
回答数216 回答数214 
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図表 ４－３－３ 日本で成功した不法投棄の防止策 

分野 対策 回答数 

投棄場所の維持管理 

①不法投棄されたごみの撤去 住民参加型撤去活動 1 

②不法投棄が頻発する場所の管理 

処罰・呼びかけの看板 4 

人感ライト・人感スピーカー 1 

車両進入防止柵等 5 

プランター、花壇 2 

コミュニティ・ 

アウトリーチと参加 

③地域活動（コミュニティ・プログラム） 住民参加型撤去活動 1 

④啓蒙活動（アウトリーチ）   0 

投棄者に対する法の

執行 

⑤投棄者への指導等 
特定して文書送付 1 

警察との協力・監視強化 2 

⑥監視 

監視カメラ（ダミー含む） 6 

人感ライト・人感スピーカー 1 

民間協力通報網整備 2 

（注）本表では、アンケートに回答した担当者の判断により、不法投棄の防止に効果があるとさ

れた対策を挙げている。 

（出所）山川肇「有料化によって不法投棄は増加するか」『都市清掃』第 57 巻、第 257 号 

2004 年を元に作成 

 

① 不法投棄されたごみの撤去 

ごみが不法投棄されている場所には、更なる不法投棄が起こりやすいため、不法投棄さ

れたごみを撤去することにより、新たな不法投棄を抑制する心理的な効果があると考えられ

る。 

 

② 不法投棄が頻発する場所の管理 

不法投棄されやすい場所を適切に管理し、物理的にその場所に近づきにくくすることにより、

当該場所への不法投棄が減少していることが報告されている。不法投棄されにくくする管理

の方法としては、看板や人感ライト・スピーカー（人間の体温を感知した場合に照明が点灯

するとともに、スピーカーからメッセージが流れるもの）の設置、車両侵入防止柵の設置、プ

ランターや花壇の設置などが挙げられる。 

 

③ 地域活動（コミュニティプログラム） 

不法投棄対策への地域住民の参加を促し、不法投棄への関心を高めることで不法投棄

をしにくく、またされにくくするための対策である。コミュニティプログラムには、住民参加型の不

法投棄されたごみの撤去イベントや、住民と警察のコミュニケーションを促し、情報提供等で

住民が協力して犯罪を抑止する取り組みなどがある。 
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④ 啓蒙活動（アウトリーチ） 

アウトリーチとは、学習要求を持っていない人々を学習機会に参加させ、学習要求や学

習行動を誘発しようとする活動である。 

 

⑤ 投棄者への指導等 

不法投棄の投棄者を特定又は推定を重点的に行い、投棄者に対する指導や投棄者の

廃棄物処理法に基づく告発を強化して行うことも、不法投棄の防止に有効であると考えられ

る。 

なお、廃棄物処理法では、廃棄物を捨てた者（いわゆる不法投棄をした者）は 5 年以

下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されている。 

 

⑥ 監視 

不法投棄が頻発する場所での張り込みや監視カメラの設置、パトロール、住民からの不

法投棄に関する情報提供の依頼等により監視を行うことも、不法投棄の防止に効果がある

と考えられる。 

 

 

排出抑制効果の維持 

有料化の導入によって、経済的インセンティブ（動機付け）が働き、排出抑制が期待され

るが、有料化導入後数年が経過すると、有料化による料金負担に慣れ排出抑制意識が希薄

になってしまうために、排出抑制効果が減少してしまうという懸念も、有料化の導入の際の課題

として挙げられる。 

排出抑制効果を持続させるためには、住民に排出抑制の重要性などについて継続的な理

解を促し続けることが重要であり、継続的な啓発活動の実施や情報提供、指定袋の無料配

布枚数の変更などが有益である。 

 

 

有料化の手数料減免の実施 

一般廃棄物処理の有料化は、支援が必要な世帯等への配慮から、指定ごみ袋の無料配

布や有料化の手数料の減免を実施している市町村がある。 

これらの政策については、福祉政策との関連性も考慮し減免等の内容について社会福祉部

局と連携して検討を行うことが必要である。 

また、その他清掃ボランティア等で排出される一般廃棄物の減免を実施する等、公共の目

的において手数料の減免を実施することも考えられる。 
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５．有料化の制度評価と見直し 

 

５－１．制度の評価と見直しの基本的な考え方 

効果ある有料化の実施を図るために、制度の実施状況及びその効果について毎年度点検を

行うとともに、毎年度の点検結果を踏まえた制度の評価及び見直しを、ごみ処理基本計画の

見直しと併せて、概ね 5 年に一度の頻度で行う。また、毎年度の点検結果及び評価結果を

住民や事業者に情報提供する。 

 

【解説】 

効果ある有料化の実施を図るためには、廃棄物処理計画の目標に応じた有料化の目的や効

果を明らかにし、制度を構築すること（Plan）にはじまり、有料化施策の導入及び実施（Do）、

その実施状況や効果などの把握及び評価（Check）、その結果を踏まえた制度の見直し

（Action）を行うことについて、一連のサイクルとして継続的に実施することが求められる。 

具体的には、図表５－１－１に示すように、一般廃棄物処理の有料化を導入した後、制度

の実施状況及びその効果について毎年点検を行うとともに、毎年度の点検結果を踏まえた制度

の評価及び見直しを、一般廃棄物処理計画の見直しと併せて、概ね5年に一度の頻度で行う。 

 

図表 ５－１－１ 有料化の制度評価と見直しの考え方 

 導入前年 導入年 １年目 ２年目 ･･･ ５年目 

Ｐｌａｎ       

実施検討判断       

料金体系       

料金水準       

料金の徴収方法       

手数料収入の使途       

他施策との併用       

関係者との連携       

懸念される課題への対応       

Ｄｏ       

関係者との連携       

（説明会の開催など）       

有料化の導入       

Ｃｈｅｃｋ       

有料化の制度評価       

Ａｃｔｉｏｎ       

有料化の制度見直し       

毎年度の点検 

定期的な評価を踏まえた

制度の見直し 
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５－２．点検の実施 

一般廃棄物処理の有料化を導入した後、有料化の実施状況やその効果についての点検を

毎年度行う。その結果に基づき、必要に応じて、効果の維持若しくは効果を向上させる対策

を検討、実施することが求められる。実施状況や効果結果を住民や事業者に情報提供す

る。 

 

【解説】 

点検項目 

具体的な有料化に関する点検項目やその評価に基づく対策としては、下記に示すものが考

えられる。 

図表 ５－２－１ 有料化に関する点検項目例 

測定・点検項目（例） 備考 

①排出抑制の効果 
一般廃棄物の排出量（総量、又は人口１人当たり） 

 
最終処分量（総量、又は人口１人当たり） 

②再生利用推進の

効果 

直接資源化量 

 総資源化量 

リサイクル率 

③住民の意識改革 

排出抑制や適正な分別排出の意識変化 
アンケート調査に

よる把握 
分別精度 

発生抑制に寄与する消費者の商品選択の変化 

④不適正処理や不

法投棄の防止 

有料化の対象となる一般廃棄物の不適正排出の件数 

一般廃棄物の収

集作業員等によ

る把握 

有料化の対象となる一般廃棄物の不法投棄の件数  

⑤手数料の使途 手数料の使途となる事業の実施量  

 

有料化の実施状況や、排出抑制及び再生利用促進の状況など有料化による効果に加え、

有料化により徴収された手数料収入の使途となる事業の効果等についても併せて点検する必

要がある。 

効果についての点検の結果については、住民や事業者へ公表することによって更なる住民や

事業者の意識改革に資することが期待される。 
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① 排出抑制の効果 

排出抑制効果は、基準年の設定や、当初の目標、将来予測の方法等によって異なる。

図５－２－１は、有料化後の一般廃棄物収集量の変化を示したものであるが、将来予

測の想定によって、排出抑制効果の評価も異なる。有料化をしなければＡになっていたと考

えると、Ｃ、Ｄは増加に転じているが、廃棄物減量効果は維持していると考えられる。有料

化をしなければＢであったとすると、Ｃは有料化の効果がほとんどなくなっていると考えられる。 

図表 ５－２－２ 有料化後の廃棄物量予測と廃棄物量の推移パターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分な排出抑制効果が得られていない場合には、継続的に住民や事業者の排出抑制

に対する意識を喚起することが重要である。そのためには、有料化や一般廃棄物の排出方

法についての周知徹底や、排出量や資源化量の公表などの取組みが考えられる。 

 

② 再生利用の促進効果 

更なる再生利用の促進にあたっては、廃棄物の分別や収集日に関する分かりやすい一

覧表の配布や、資源ごみの収集ステーションの増設、廃棄物減量等推進委員の活性化な

どが考えられる。また、燃やすごみ・不燃ごみと資源ごみの料金水準に関する料金差の設定

などが考えられる。 

 

③ 住民や事業者の意識改革 

一般廃棄物の排出抑制や再生利用等について住民の意識を更に高める方法としては、

有料化の制度の内容や分別方法や排出方法等に関する更なる情報発信や、イベントの実

施、商品購入時における発生抑制努力へのインセンティブの付与や広報の実施、再使用の

将来予測Ａ 

将来予測Ｂ 
推移Ｃ 

推移Ｄ 

推移Ｅ 
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促進方法などが挙げられる。 

また、事業者の意識を更に高める方法としては、減量化や再資源化手法、引渡可能な

再資源化事業者等に関する更なる情報発信や、減量化計画を評価・検証し、フィードバッ

クすることなどが考えられる。（情報発信・周知徹底については４－２、キャンペーン等につ

いては３-５を参照のこと） 

 

④ 不適正排出や不法投棄、排出抑制効果の低減の防止 

不適正排出の防止が十分でない場合、指定袋の形状・色・透明度の検討、指導員の設

置及び活性化、収集頻度の検討、有料化や分別区分に関する周知徹底等が必要である。

特に、有料化の導入と同時に、分別区分の見直しや収集方法の変更を行った場合には、

分別収集に対する認知度が低いことが懸念されるため、一般廃棄物の分別及び排出方法

などについて積極的な広報活動が求められる。（不適正排出や不法投棄を防止する具体

策については、４-３を参照のこと） 

 

⑤ 手数料収入の使途 

有料化の実施による手数料収入を充てた事業の点検も同時に行うことが求められるため、

使途への妥当性及び、事業の有意性などを評価することが必要である。 

手数料収入が有効に活用されていないと判断された場合には、住民や事業者の理解の

得られる新たな使い道を検討する必要がある（手数料収入の使途については３-４を参

照のこと）。 

 

 

運用制度の妥当性 

有料化の手数料の媒体となる指定ごみ袋やシール等が、自分が排出するごみ量よりも過大

な単位のものしかない場合（例えば、ごみの排出量が、指定ごみ袋やシールの容量の半分程

度しかない場合）には、排出量当たりの手数料の負担額に格差が生じるほか、十分な排出

抑制効果が現れないことが考えられる。指定ごみ袋の容量をより少ないものにしていくことは、

排出者にとって排出抑制への取組みを行う際の目標として有効であるため、住民の排出実態

に合わせ、より少量の単位の指定ごみ袋やシールを導入することが求められる。 

なお、複数の容量の指定ごみ袋を用意する場合、より小さい容量のごみ袋に移行するイン

センティブを確保するために、大きい容量の袋の料金単価が、小さい容量のものに比べて安価

にならないよう留意する必要がある。 

また、直接搬入の場合に手数料の料金水準を無料又は安価にしている場合には、排出抑

制効果が十分に得られないことが考えられる。公平性確保の観点からも、料金格差の是正に

ついて、検討を行うことが求められる。 
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５－３．制度の見直し 

有料化の制度見直しは、ごみ処理基本計画の見直しや、市町村合併等と併せて、概ね 5

年に一度の頻度で行う。 

 

ごみ処理基本計画は、概ね 5 年に一度、見直しが行われる。この機会に併せて、有料化の制

度についても見直しを実施することが適切である。 

ごみ処理基本計画の見直しにおいて、廃棄物行政の方針、目標が大きく見直される場合には、

その見直しに即した有料化の制度見直しが必要となる。廃棄物行政の方針や目標に大きな変

更がない場合においても、毎年の点検結果を踏まえ、制度の評価及び改善や見直しを実施する

ことが適切である。 

 

図表 ５－３－１ 一般廃棄物処理の有料化のＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

定期的な点検・評価を踏まえた見直し 

定期的な点検・評価による運用の変更では、有料化の目的や期待される効果の達成が不

十分である場合には、有料化の制度の仕組み（料金体系、料金水準、手数料の使途など）

の見直しや、併用施策の見直しや追加を行う必要がある。 

例えば、排出抑制効果が不十分である場合には、料金体系の変更や、料金水準の引き上

げなどが考えられる。 

 

Ｐ Ａ 

Ｃ 
Ｄ 

・有料化に期待する効果の整理 

・料金体系、料金水準、手数料の使途などの検討 

・住民、庁内関係部局、周辺市町村などとの合意形成・調整 
・一般廃棄物処理の目的・目標値の進捗状況を点検

するとともに、有料化による効果を評価 

・不適正排出などの負の影響の有無や変化を確認 

・有料化の制度評価や、廃棄物行政の見直し等を踏

まえて、有料化の制度の改善、見直しを実施 

・関係者との連携（説明会の開催等） 

・有料化の導入・運用 

ごみ処理基本計画の見直し 

市町村合併等に伴う体制再編 
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一般廃棄物処理計画の方針・目的の変化に即した見直し 

ごみ処理基本計画の方針や目標が、大きく変更される場合には、その変更に即して、有料

化の制度も見直す必要がある。 

また、市町村合併が予定されている場合には、料金体系や料金水準などの統一が必要とな

る。 

なお、市町村合併が予定されている場合には、ごみ処理基本計画も見直されるため、新た

に作成される計画の方針や目的に即した有料化の制度見直しが必要となる。 
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６．有料化を検討するにあたっての参考事例 

 

一般廃棄物有料化の手引きで説明している 5 つの「有料化の検討及び導入プロセス」ごとに、

本事例集で紹介した事例を整理すると、以下のとおりである。 

なお、本項は各自治体の施策例を分類別にまとめたものであり、施策の実施及び効果におい

ては下記それぞれに示した施策例の他、様々な施策が総合的に実施されていることに留意する

必要がある。 

 

現状の把握及び課題の整理 

事例で取り上げた自治体では、可燃ごみ収集回数の削減（千葉市）、一般廃棄物の分

別（千葉市、生駒市、海老名市）、生ごみ処理機の普及（金沢市、日光市、生駒市、海

老名市）、資源物の回収促進（千葉市、金沢市、日光市、生駒市、海老名市）、啓発活

動（千葉市、金沢市、生駒市、海老名市）など、一般廃棄物の減量や資源化の促進に向

けた様々な施策に取り組んできたが、目標としている減量化、資源化に至らず、より一層の取

り組みが必要なため、有料化の検討が行われている。 

また、一般廃棄物処理施設の逼迫による今後の施設の在り方や最終処分場等の長寿命

化の検討が必要となる事例（千葉市、海老名市、知多市）もあり、これらの検討にあたって、

一般廃棄物減量化及び資源化の検討は必要不可欠なものであり、有料化の検討が行われ

ている。 

 

有料化の目的及び期待する効果の設定 

事例で取り上げた多くの自治体では、一般廃棄物の排出量の抑制、分別促進による資源

化量の増加を期待し、有料化を導入している(すべての事例)。また、最終的には、住民や事

業者が処理費用を意識し、廃棄物排出に係る意識改革につながることを期待している。 

 

有料化の仕組みづくり 

事例で取り上げた多くの自治体では、料金体系として、排出量単純比例型を採用している

が(千葉市、金沢市、日光市、生駒市、海老名市、知多市、八王子市)、有料化導入に際し

ての住民等の理解促進を考慮し、一定量無料型を採用した事例もみられた（小松市）。 

減免制度については、有料化と同時に検討されており、紙おむつ等の利用について指定袋

の支援や指定ごみ袋は不要とするなどの対応が行われている事例（千葉市、金沢市、海老

名市、知多市、小松市、日光市、八王子市）や、福祉施策の一環として生活保護受給世

帯、ひとり親家庭等医療費助成世帯等の支援が必要な世帯に対する減免が行われている事

例もあった(日光市、海老名市、八王子市)。剪定枝や地域清掃による排出についても減免

等を行っている自治体があった（千葉市、金沢市、日光市、海老名市、八王子市）。 
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手数料の徴収方法については、指定袋による徴収が多くみられた。より一般廃棄物の減量

化施策の推進、市民の利便向上の観点から、小さいサイズの指定袋の作成や、少容量の指

定袋の単価を抑えるような価格設定の検討や、視覚障がい者への対応がなされている事例も

あった（小松市、八王子市、海老名市）。環境に配慮したバイオマスマーク仕様の指定袋の

作成に取り組んでいる自治体もあった(海老名市)。 

適正な受益者負担を求める観点から、処理が困難でありコストがかかる特定品目（スプリン

グ入り廃棄物）について、特別の手数料を設定し、処理が困難な廃棄物を排出する人への

「つかう責任」や、製品の最後までを考えた製造者への「つくる責任」へつなげることを意図した

事例もあった（小松市）。 

家庭系一般廃棄物有料化と同時に、より適切な受益者負担を求める観点から事業系一

般廃棄物の手数料の改定を行った事例もあった（千葉市、金沢市、日光市）。 

事業系手数料の改定に際しては、近隣市町村の負担割合も考慮しつつ、一般廃棄物処

理原価に対する負担水準を見直す形で積算した上で料金水準の検討が行われている事例が

みられた（千葉市）。事業系一般廃棄物の手数料引き上げに伴う家庭系一般廃棄物への

混入増加に対する対策としては、一般廃棄物問題に対するモラルの啓発を行うとともに、有料

であった資源物の引き取りを無料にする対応を行った事例もあった（日光市）。 

 

有料化の円滑な導入及び実施 

有料化の導入に当たって、庁内においては、審議会や検討委員会が開催されるほか、自治

会等に対する説明会を一定期間、多数回開催し、住民への説明や意見交換を行い住民の

意見を反映の上、有料化の決定が行われている。円滑な導入に向け、パンフレット配付やガイ

ドブックの作成、ごみステーションでの啓発、啓発看板の設置などが行われている（全ての事

例）。外国籍の方への対応として、外国人向けの説明会の開催、外国語翻訳した分別冊子

や、一般廃棄物分別検索システムの外国語対応を導入した事例もあった（千葉市、海老名

市）。 

有料化による住民に負担を求める一方で、戸別収集の実施(海老名市)や、可燃ごみの収

集頻度は減らす一方で、古紙・布類の資源物の回収頻度を増やす事例（千葉市）、剪定

枝の資源化を目的として申込制の戸別収集の導入事例（海老名市）もみられた。 

有料化導入後は、広報やパンフレット、ごみステーションへの看板の設置等により、住民への

普及啓発を行っている(日光市、生駒市)。 

導入後の課題として、不適正排出、不法投棄への対応がある。 

これらへの対応としては、地縁団体等の協力を得ながら、広報等による対応を行っている。

特に、課題として多く掲げられているのは、不適正排出であるが、対応としては、管理が行き届

かない集積所への重点的な指導を行う事例（海老名市）があった。 
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有料化の制度評価と見直し 

有料化の制度を評価する指標として、「一般廃棄物排出量」や「資源化率」を設定している

自治体が多くみられた。 

有料化導入後の評価として、多くの事例で「一般廃棄物の減量化」「資源化量の増加」「住

民意識の向上」といった効果が上がっている。焼却ごみを削減することで、持続可能な焼却施

設の整備や、焼却灰の削減による最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減にもつながって

いる。 

有料化後のさらなるごみ減量・資源化に向けた取り組みとして、プラスチックの資源化拡大、

資源物の戸別収集を行う事例がみられた（八王子市）。また、さらなるごみ減量を目指すと

ともに適正な受益者負担、近隣他市の手数料水準等を勘案し、持ち込み手数料の改定を行

う事例も見られた(八王子市)。 

 

（参考）有料化以外の施策により課題解決を目指した事例 

有料化にあたっては、住民負担の増加や不適正排出の増加等の課題がみられることから、

いずれの事例においても有料化の実施を検討する以前に、有料化以外の施策により課題解

決を目指している状況が見られた。 

その中で、有料化をせずに一般廃棄物の減量化を達成している事例としては、手数料分を

徴収せず市場価格による指定袋を導入している事例（豊橋市）、分別品目の拡大と徹底し

た啓発活動を行った事例（横浜市）があった。また、有料化を検討したもののごみ処理計画

の変更を受けて一旦有料化を見送る一方で、世帯人数に応じて配付する指定袋の見直し

(可燃（燃やす）ごみの容量変更等)を行うとともに、1 回 1 袋出しへの協力を求め、一般廃

棄物の減量化を図った事例もあった（八尾市）。 

しかし、有料化以外の施策による課題解決には、目標とする排出抑制効果を得ることが難

しい場合があること、公平性の確保や各種施策の実施における財政負担についても留意する

必要がある。 
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